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【
解　

題
】

は
じ
め
に

日
本
の
在
中
国
公
使
館
は
清
朝
時
代
の
一
八
七
三
年
に
北
京
に
開
設
さ
れ
、
以

来
、
辛
亥
革
命
に
よ
る
中
華
民
国
の
成
立
を
経
て
、
在
中
華
民
国
公
使
館
と
し
て

引
き
続
き
北
京
に
存
在
し
た
。
一
方
、
一
九
二
〇
年
代
の
中
国
国
民
党
に
よ
る
北

伐
の
結
果
、北
洋
軍
閥
や
張
作
霖
が
支
配
し
て
き
た
従
来
の
北
京
政
権
は
崩
壊
し
、

中
国
国
民
党
が
指
導
す
る
南
京
国
民
政
府
が
新
た
に
成
立
す
る
。
そ
の
中
で
、
日

本
を
含
む
諸
国
は
、
公
使
館
（
大
使
館
）
を
北
京
か
ら
南
方
へ
移
転
さ
せ
る
べ
き

か
と
い
う
問
題
に
直
面
し
た
。

日
本
の
場
合
、
南
京
国
民
政
府
と
本
格
的
に
相
対
し
た
重
光
葵
臨
時
代
理
公
使

（
後
に
公
使
）の
時
か
ら
、
在
中
国
公
使
館
事
務
所
を
在
上
海
総
領
事
館
内
に
併
設

し
、
公
使
館
機
能
を
事
実
上
、
上
海
に
置
く
様
に
な
る
。
一
方
、
一
九
三
五
年
五

月
に
在
中
国
日
本
公
使
館
が
大
使
館
に
昇
格
し
た
際
に
も
、
正
式
な
大
使
館
は
未

だ
北
平（
南
京
国
民
政
府
期
の
北
京
の
呼
称
）に
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
上
海

の
拠
点
は
名
目
上
は
大
使
館
事
務
所
と
い
う
扱
い
で
あ
っ
た
。

外
務
省
は
在
中
国
公
使
館
の
大
使
館
へ
の
昇
格
と
平
行
し
て
、
早
急
に
公
使
館

（
大
使
館
）を
南
京
に
移
転
さ
せ
る
べ
く
検
討
し
た
が
、
移
転
案
で
は
、
当
面
は
公

使（
大
使
）を
上
海
と
南
京
の
両
地
点
に
滞
在
さ
せ
る
と
い
う
応
急
措
置
に
留
ま
っ

た
。
日
本
大
使
館
は
一
九
三
七
年
一
月
に
名
目
上
の
大
使
館
事
務
所
を
南
京
に
置

き
、
次
第
に
そ
の
機
能
を
上
海
か
ら
南
京
へ
と
移
転
さ
せ
、
同
年
四
月
か
ら
は
本

格
的
に
大
使
館
機
能
を
南
京
ヘ
移
転
し
た
。
た
だ
し
、
同
年
に
至
っ
て
も
、
名
目

上
の
大
使
館
所
在
地
は
、
未
だ
に
北
平
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

外
交
史
料
館
所
蔵
の
『
外
務
省
年
鑑
』
に
よ
れ
ば
、
昭
和
六
年
版
以
降
、
同
八

年
、
一
〇
年
、
一
二
年
版
に
お
い
て
、
公
使
館（
大
使
館
）の
所
在
地
は
北
平
と

な
っ
て
お
り
、
一
方
で
公
使
館（
大
使
館
）事
務
所
の
所
在
地
は
在
上
海
総
領
事
館

と
同
一
の
住
所
と
な
っ
て
い
る
。（
昭
和
一
二
年
版
に
つ
い
て
は
、
日
中
戦
争
勃

発
に
よ
り
南
京
の
日
本
大
使
館
事
務
所
が
閉
鎖
さ
れ
た
後
の
情
報
で
あ
る
点
に
留

意
あ
り
た
い
。）

本
稿
で
は
こ
う
し
た
一
連
の
経
緯
に
つ
い
て
、
外
交
史
料
館
所
蔵
史
料
か
ら
関

連
史
料
を
一
部
抜
粋
し
な
が
ら
、
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。

史
料
紹
介南

京
国
民
政
府
期
に
お
け
る
日
本
の
在
中
国
公
使
館（
大
使
館
）の
立
地
に
関
す
る
史
料

村　

田　

省　

一
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一　

重
光
臨
時
代
理
公
使
の
就
任
と
在
上
海
公
使
館
事
務
所
の
開
設

一
九
二
九
年
に
佐
分
利
貞
男
在
中
国
公
使
が
死
去
し
た
後
、
後
任
の
公
使
と
さ

れ
た
小
幡
酉
吉
が
中
国
の
南
京
国
民
政
府
側
か
ら
ア
グ
レ
マ
ン
を
拒
否
さ
れ
た
た

め
、
日
本
の
在
中
国
公
使
は
不
在
の
状
態
が
続
い
て
い
た
。
そ
の
中
で
重
光
葵
は

一
九
二
九
年
に
在
上
海
総
領
事
に
、
翌
三
〇
年
一
月
に
は
在
中
国
臨
時
代
理
公
使

に
任
命
さ
れ
た
。
重
光
は
中
国
に
於
け
る
外
交
の
主
な
拠
点
を
上
海
に
定
め
て
公

使
館
事
務
所
を
当
地
に
設
け
、
首
都
南
京
と
も
往
来
し
つ
つ
、
中
国
側
と
の
外
交

折
衝
に
当
た
っ
て
い
た
。
在
上
海
公
使
館
事
務
所
の
設
立
に
関
し
て
、
直
接
こ
れ

を
説
明
す
る
当
時
の
外
交
史
料
は
未
見
で
あ
る
が
、
関
連
の
簿
冊
で
は
、
新
聞
記

事
を
以
て
こ
の
間
の
事
情
を
提
示
し
て
い
る
。（
関
連
史
料
一
、
二
、
三
。
但
し

新
聞
記
事
で
は
、
在
上
海
の
公
使
館
事
務
所
と
、（
臨
時
代
理
）
公
使
官
邸
が
同

一
の
場
所
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
前
述
の
『
外
務
省
年
鑑
』
や
別
の
外
交
史

料
で
は
、
公
使
官
邸
は
フ
ラ
ン
ス
租
界
内
に
新
設
さ
れ
、
一
方
で
公
使
館
事
務
所

は
従
来
の
在
上
海
総
領
事
館
と
同
一
地
点（
共
同
租
界
内
）と
さ
れ
て
い
る
。）

二　

在
上
海
公
使
館
事
務
所
の
南
京
移
転
の
検
討

南
京
国
民
政
府
は
、
政
権
内
で
の
内
紛
や
、
中
国
共
産
党
と
の
内
戦
、
そ
し
て

満
州
事
変
と
い
っ
た
内
外
の
危
機
を
抱
え
つ
つ
も
、
中
国
を
代
表
す
る
政
権
と
し

て
の
地
位
を
固
め
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
一
九
三
〇
年
代
前
半
期
か
ら
、

各
国
間
で
は
在
中
国
公
館
を
従
来
の
北
平
か
ら
南
京
に
移
転
さ
せ
る
べ
き
か
と
い

う
問
題
が
生
じ
て
来
た
。

日
本
の
場
合
、
ま
ず
南
京
に
従
来
か
ら
存
在
し
た
領
事
館
を
、
一
九
三
二
年
二

月
に
総
領
事
館
へ
と
昇
格
さ
せ
た（
関
連
史
料
四
）。

一
九
三
四
年
頃
に
な
る
と
、
公
使
館
の
南
京
移
転
問
題
に
加
え
、
主
要
国
の
公

使
館
を
大
使
館
に
昇
格
さ
せ
る
動
き
が
出
て
来
る
。
こ
の
大
使
館
昇
格
に
つ
い
て

は
、
日
本
の
広
田
弘
毅
外
相
が
音
頭
を
取
る
形
で
、
主
に
一
九
三
五
年
か
ら
各
国

間
で
本
格
的
に
実
現
し
て
い
く
事
に
な
る
が
、
外
務
省
内
で
は
大
使
館
昇
格
問
題

と
並
行
す
る
形
で
、
公
使
館
の
南
京
移
転
が
検
討
さ
れ
て
い
た（
関
連
史
料
五
～

九
）。
但
し
こ
の
中
で
示
さ
れ
た
応
急
的
な
案
で
は
、
南
京
の
新
公
館
は
正
式
の

公
館
で
は
な
く
「
事
務
所
」
と
さ
れ
、
ま
た
公
使
は
南
京
に
常
駐
す
る
の
で
は
な

く
、
今
ま
で
通
り
上
海
と
の
間
を
往
復
し
、
上
海
の
公
使
館
事
務
所
も
、
規
模
を

縮
小
し
つ
つ
存
続
さ
せ
る
事
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
名
目
上
の
正
規
の
公
使
館
は
、

当
面
は
北
平
に
存
続
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

三　

大
使
館
昇
格
後
の
大
使
館
事
務
所
の
南
京
ヘ
の
移
転

一
九
三
五
年
五
月
、日
本
の
在
中
国
公
使
館
は
大
使
館
へ
と
昇
格
を
果
た
し
た
。

し
か
し
こ
の
当
時
で
は
、
名
目
上
の
大
使
館
は
ま
だ
北
平
に
あ
り
、
大
使
館
事
務

所
が
上
海
に
あ
る
と
い
う
構
図
は
引
き
続
き
変
わ
ら
な
か
っ
た（
関
連
史
料
一
〇
）。

翌
一
九
三
六
年
に
か
け
、
在
中
国
大
使
と
外
務
本
省
と
の
間
で
更
に
検
討
を
重

ね
た
結
果
、
一
九
三
七
年
一
月
一
日
を
以
て
、
大
使
館
事
務
所
は
上
海
か
ら
南
京
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ヘ
と
移
転
し
た
。
し
か
し
人
員
の
都
合
や
、
在
南
京
公
館
側
の
設
備
の
不
備
等
か

ら
、
一
月
時
点
で
は
名
目
上
の
移
転
に
留
ま
り
、
南
京
ヘ
の
本
格
的
な
移
転
は
同

年
四
月
の
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
以
て
大
使
も
よ
う
や
く
南
京
に
常
駐
す
る
こ

と
と
な
っ
た
が
、
名
目
上
の
大
使
館
は
北
平
に
あ
る
と
い
う
建
前
は
変
わ
ら
な
い

ま
ま
、七
月
の
盧
溝
橋
事
件
を
迎
え
る
。
日
中
間
の
戦
火
が
華
中
へ
と
飛
び
火
し
、

日
中
関
係
が
破
綻
し
て
い
く
中
で
、
八
月
に
南
京
の
大
使
館
事
務
所
は
閉
鎖
さ
れ

た（
関
連
史
料
一
一
、
一
三
～
一
九
）。

四　

小
結

本
稿
で
は
、
南
京
国
民
政
府
期
に
お
け
る
日
本
の
在
中
国
大
使
館（
公
使
館
）の

場
所
の
変
遷
に
つ
い
て
、
関
連
外
交
史
料
を
交
え
て
簡
単
に
紹
介
し
た
。
但
し
、

外
務
省
内
に
お
け
る
当
問
題
に
つ
い
て
の
検
討
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は

詳
述
す
る
余
裕
が
無
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
変
遷
の
背
景
に
は
、
今
回
は
詳
し
く

触
れ
て
い
な
い
種
々
の
問
題
が
あ
る
。
例
え
ば
、
公
館
の
場
所
と
義
和
団
議
定
書

と
の
関
係
や
、
北
平
に
残
さ
れ
た
公
館
の
動
向
、
当
時
の
日
本
政
府
と
国
民
政
府

の
関
係
が
移
転
問
題
に
与
え
た
影
響
、
公
館
移
転
を
め
ぐ
る
各
国
の
動
向
（
各
国

公
館
の
一
九
三
六
年
時
点
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
史
料
一
二
で
簡
述
）、
南
京
に

於
け
る
公
館
の
用
地
取
得
問
題
、
南
京
公
館
の
経
費
問
題
、
在
南
京
総
領
事
館
が

日
中
外
交
上
で
果
た
し
た
役
割
、
汪
兆
銘
政
権
期
の
公
館
問
題
な
ど
で
あ
る
。

本
稿
が
当
時
の
日
中
関
係
に
お
け
る
公
館
の
問
題
に
つ
い
て
読
者
の
興
味
を
喚

起
し
、
ま
た
関
連
す
る
今
後
の
研
究
の
参
考
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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【
史　

料
】

［
凡
例
］

一
、
以
下
の
史
料
は
、
当
館
所
蔵
史
料
よ
り
一
部
を
抜
粋
し
翻
刻
し
た
も
の
で
あ

る
。〔
〕
内
に
お
い
て
史
料
件
名
、
分
類
番
号
等
の
情
報
を
追
記
し
た
。

二
、
翻
刻
し
た
史
料
は
い
ず
れ
も
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
（
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｒ
）

の
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
カ
イ
ブ
で
も
公
開
さ
れ
て
お
り
、各
史
料
の
冒
頭
に
レ
フ
ァ

レ
ン
ス
コ
ー
ド
や
画
像
番
号
等
の
情
報
を
記
載
し
て
い
る
。

三
、
各
史
料
の
冒
頭
に
、
史
料
の
内
容
を
簡
述
す
る
タ
イ
ト
ル
を
付
し
た
。

四
、
原
則
と
し
て
旧
字
は
常
用
漢
字
に
改
め
た
。

五
、
各
史
料
の
（
省
略
）（
マ
マ
）
等
の
カ
ッ
コ
を
付
し
た
ル
ビ
は
、
収
録
に
あ
た
っ

て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

六
、
各
史
料
に
加
え
た
注
記
は
、（
編
注
）
と
し
て
当
該
箇
所
に
明
記
し
、
文
書

の
末
尾
に
記
載
し
た
。

七
、
各
史
料
の
右
肩
に
付
し
た
⑴
⑵
の
記
号
は
、
同
一
番
号
の
電
報
が
分
割
さ
れ

て
発
電
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。

八
、
押
印
に
つ
い
て
は
、
公
印
を
〔
印
〕
と
記
し
た
。

○
史
料
一

重
光
臨
時
代
理
公
使
の
就
任
に
伴
い
、
対
中
国
外
交
の
中
心
が
上
海
に
本
格
的
に

移
転
す
る
こ
と
を
報
ず
る
新
聞
記
事

〔
外
務
省
記
録
「
在
支
帝
国
公
館
関
係
雑
件　

移
転
関
係　

在
北
京
公
使
館
関
係

（
含
遷
都
ニ
ヨ
ル
各
国
公
使
館
ノ
南
遷
問
題
）」
第
一
巻（M

.1.3.0.2-2-1

）JA
CA

R 

Ref.B14090315200

（
第
一
二
二
画
像
目
）〕

日
々
新
聞　

昭
和
五
年
一
月
十
二
日

わ
が
対
支
外
交
の
中
心
地
上
海
に

重
光
氏
の
大
使
館
参
事
官
任
命

上
海
総
領
事
兼
大
使
館
参
事
官
の
重
光
葵
氏
が
十
一
日
付
で
大
使
館
参
事
官
兼
総

領
事
と
な
り
同
時
に
大
使
館
参
事
官
と
し
て
代
理
公
使
の
事
務
を
執
つ
て
ゐ
た
堀

内
謙
介
氏
が
米
国
在
勤
を
命
ぜ
ら
れ
た
が
右
は
ロ
ン
ド
ン
海
軍
会
議
が
目
せ
う
の

間
に
迫
つ
て
来
た
た
め
堀
内
氏
を
米
国
大
使
館
参
事
官
と
し
て
特
に
出
淵
大
使
を

輔
佐
さ
せ
る
た
め
で
ま
た
重
光
上
海
総
領
事
は
従
来
わ
が
駐
支
公
使
の
不
在
中
は

国
民
政
府
と
の
間
に
実
際
上
総
て
の
事
務
を
処
理
し
て
ゐ
た
の
で
新
公
使
赴
任
ま

で
堀
内
謙
介
氏
の
後
を
襲
ひ
代
理
公
使
と
し
て
諸
般
の
事
務
を
管
掌
さ
せ
る
た
め

今
回
の
任
命
を
見
た
も
の
で
あ
る
か
ら
今
後
は
北
平
の
わ
が
公
使
館
は
実
質
上
上

海
総
領
事
館
に
移
つ
た
と
同
様
で
北
平
外
交
団
と
の
連
絡
は
天
羽
書
記
官
を
し
て

こ
れ
に
当
ら
し
め
る
こ
と
と
し
国
民
政
府
と
の
折
衝
は
重
光
総
領
事
が
上
海
、
南

京
間
を
往
復
し
て
代
理
公
使
と
し
て
直
接
こ
れ
を
処
理
す
る
筈
で
あ
る
か
ら
わ
が

対
支
外
交
の
中
心
地
は
上
海
に
移
る
こ
と
と
な
る
わ
け
で
あ
る

○
史
料
二

在
中
国
公
使
館
の
移
転
問
題
が
各
国
間
で
生
ず
る
中
で
、
日
本
の
公
使
官
邸
が
上

海
に
新
設
さ
れ
る
こ
と
を
報
ず
る
新
聞
記
事

〔
外
務
省
記
録
「
在
支
帝
国
公
館
関
係
雑
件
」
第
一
巻
（M

.1.3.0.2

）JA
CA

R 
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Ref.B14090280000

（
第
六
画
像
目
）〕

日（
朝
日
ヵ
）々新

聞　

昭
和
五
年
一
二
月
一
〇
日

わ
が
公
使
館
官
邸
選
定　

上
海
仏
租
界
に

【
上
海
聯
合
九
日
発
】　

公
使
館
南
京
移
転
問
題
の
あ
る
折
柄
各
国
に
先
だ
つ
て
日

本
は
公
使
館
官
邸
と
し
て
当
地
仏
租
界
ピ
ジ
ヨ
ン
路
七
十
九
号
を
選
定
し
た
す
こ

ぶ
る
広
大
な
邸
宅
で
あ
る

【
備
考
】　

右
に
つ
き
外
務
省
で
は
公
使
館
官
邸
の
南
遷
と
は
別
問
題
だ
が
上
海

総
領
事
館
に
は
村
井
総
領
事
が
入
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
重
光
代
理
公
使
の
事

務
所
兼
官
舎
を
別
に
設
け
る
こ
と
に
な
り
客
を
応
接
し
て
も
恥
し
く
な
い
家
を

選
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
ゐ
る

○
史
料
三

上
海
に
設
け
ら
れ
た
公
使
館
事
務
所
及
び
公
使
官
邸
の
住
所
に
つ
き
通
報

〔
外
務
省
記
録
「
在
支
帝
国
公
館
関
係
雑
件
」
第
一
巻（M

.1.3.0.2
）JA

CA
R Ref.

B14090282800

（
第
二
画
像
目
）〕

公
第
一
四
四
号

　

昭
和
六
年
三
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

在
中
華
民
国

臨
時
代
理
公
使　

重
光　

葵
〔
印
〕　

外
務
大
臣
男
爵　

幣
原　

喜
重
郎
殿

　

在
外
公
館
事
務
所
並
公
館
長
官
舎
「
ア
ド
レ
ス
」
通
知
方
ノ
件

本
件
ニ
関
シ
三
月
十
七
日
附
文
普
通
合
第
二
八
六
号
貴
信
ヲ
以
テ
御
申
越
ノ
趣
了

承
依
テ
在
上
海
公
使
館
事
務
所
及
公
使
官
舎
「
ア
ド
レ
ス
」
表
別
紙
ノ
通
正
副
二

通
提
出
ス
可
然
御
取
計
ア
リ
度
シ

一、在
上
海
日
本
公
使
館
事
務
所

イ
所
在
地　

中
華
民
国
上
海
共
同
租
界
黄
浦
路
廿
五
号
Ａ

c/o C
onsulate-G

eneral of Japan, N
o. 25a W

hangpoo R
d., 

International Settlem
ent, Shanghai, China.

ロ
電
話
番
号　

四
〇
〇
五
一
乃
至
四
〇
〇
五
四

二、在
上
海
公
使
官
邸

イ
所
在
地　

中
華
民
国
上
海
法
国
租
界
畢
勛
路
第
七
九
号

N
o. 79, Route Pichon, Concession, T

rancaise Shanghai, China.

ロ
電
話
番
号　

七
〇
五
九
三

○
史
料
四

在
南
京
領
事
館
の
総
領
事
館
へ
の
昇
格
に
つ
き
通
報

〔
外
務
省
記
録
「
在
支
帝
国
公
館
関
係
雑
件　

格
式
変
更
関
係
（
低
格
関
係
ヲ
含 

ム
）　

昇
格
関
係
」（M

.1.3.0.2-3-1

）JA
CA

R Ref.B14090316900

（
第
二
画
像

目
）〕

昭
和
七
年
二
月
六
日

芳
沢
外
務
大
臣
よ
り
在
中
国
重
光
公
使
宛
（
電
報
）

（
F

ra
n

ça
iseヵ

）
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本
省　

二
月
六
日
後
八
時
三
〇
分
発

第
五
二
号

二
月
六
日
附
ヲ
以
テ
南
京
領
事
館
ヲ
総
領
事
館
ニ
昇
格
セ
リ
右
貴
任
国
政
府
ヘ
通

告
ア
リ
度
シ

上
海
ニ
転
報
ア
リ
度
シ

南
京
、
北
平
、
奉
天
ニ
転
電
セ
リ

○
史
料
五

各
国
が
南
京
に
公
館
を
新
設
す
る
計
画
を
有
す
る
中
、
わ
が
国
も
南
京
に
公
使
館

事
務
所
の
設
置
を
検
討
す
る
も
、
公
使
館
の
大
使
館
昇
格
問
題
の
発
生
に
よ
り
一

時
中
止
と
な
る

〔
議
会
調
書
「
最
近
支
那
関
係
諸
問
題
摘
要
（
第
六
十
七
議
会
用
）
下
巻
（
借
款
、

鉄
道
、
鉱
山
、
山
東
関
係
、
暹
羅
）」（
議T

A
ｰ

2

）JA
CA

R Ref.B13081251800

（
第
四
一
画
像
目
）〕

第
二
節　

在
支
公
使
館
昇
格
問
題

一、在
支
公
使
館
南
京
事
務
所
設
置
計
画

英
、
米
、
仏
、
独
、
白
等
ノ
諸
国
ハ
従
来
ヨ
リ
南
京
ニ
公
使
館
事
務
所
ヲ
有
シ
居

タ
ル
処
蘇
連
邦
大
使
ノ
南
京
長
期
滞
在
等
ノ
コ
ト
モ
ア
リ
英
米
両
国
ニ
於
テ
ハ
本

年
五
月
頃
ヨ
リ
現
在
ノ
在
南
京
公
使
館
事
務
所
ノ
増
築
乃
至
新
築
計
劃
ヲ
運
ラ
シ

居
ル
旨
聞
込
ア
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
我
方
ニ
於
テ
モ
南
京
総
領
事
館
内
ニ
公
使
館
事
務

所
ヲ
併
置
シ
総
領
事
館
員
全
部
ヲ
公
使
館
勤
務
ニ
変
更
セ
シ
ム
ル
ノ
案
ヲ
廻
ラ
セ

ル
モ
後
述
二、公
使
館
昇
格
問
題
ノ
発
生
ト
共
ニ
沙
汰
止
ミ
ト
ナ（
以
下
省
略
）

レ
リ

○
史
料
六

外
務
省
東
亜
局
第
一
課
に
お
け
る
在
南
京
公
使
館
事
務
所
開
設
の
検
討

〔
外
務
省
記
録
「
在
支
帝
国
公
館
関
係
雑
件　

設
置
関
係
」
第
一
巻（M

.1.3.0.2-1

） 

JA
CA

R Ref.B14090293500

（
第
二
～
四
画
像
目
）〕

（
昭
和
九
年
六
月
十
八
日
、
亜
一
ノ
一
応
ノ
案
）

在
南
京
総
領
事
館
ニ
公
使
館
事
務
所
併
置
ノ
件

一、這
回
ノ
蔵
本
事
件
ノ
結
果
一
時
或
ハ
逆
転
ノ
虞
ア
リ
シ
日
支
関
係
モ
同
事
件
ノ

結
了
ト
共
ニ
寧
ロ
好
転
ス
ヘ
キ
ヤ
ニ
モ
認
メ
ラ
ル
ル
ニ
顧
ミ
此
際
南
京
ニ
於
ケ

ル
国
民
政
府
側
ト
我
方
ト
ノ
聯
絡
ヲ
一
層
密
接
ニ
ス
ル
ノ
趣
旨
ヲ
以
テ
且
ハ
最

近
英
米
等
カ
各
自
ノ
在
南
京
総
領
事
館
ノ
組
織
ヲ
拡
大
シ
事
実
上
公
使
館
ヲ
南

京
ニ
移
転
シ
タ
ル
ノ
形
ニ
近
カ
ラ
シ
メ
ン
ト
シ
居
ル
ヤ
ノ
情
報
ア
ル
ニ
顧
ミ
彼

等
ニ
対
シ
先
手
ヲ
打
ツ
意
味
ニ
於
テ
将
又
南
京
総
領
事
館
員
特
ニ
書
記
生
ノ
地

位
ノ
向
上
並
ニ
対
外
交
渉
上
及
身
辺
保
護
上
ノ
便
宜
乃
至
生
活
ノ
改
善
ヲ
計
ル

ノ
趣
旨
ヲ
モ
含
メ
左
記
要
領
ニ
依
リ
在
支
公
使
館
事
務
所
ヲ
南
京
総
領
事
館
内

ニ
設
ケ
即
チ
南
京
ニ
上
海
ト
同
様
公
使
館
事
務
所
及
総
領
事
館
ヲ
併
置
ス
ル
コ

ト
ト
ス
但
シ
公
使
ハ
引
続
キ
上
海
ニ
居
住
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

右
実
行
方
法
ハ
左
記
要
項
ニ
従
フ



－ 63 －

国民政府期在中国公使館（大使館）立地に関する史料（村田）

（
右
ニ
関
シ
国
民
政
府
ニ
対
シ
豫
メ
内
報
シ
其
ノ
内
諾
ヲ
取
付
ケ
タ
ル
後
実
行

ス
ル
コ
ト
モ
一
案
ナ
ル
ヘ
キ
モ
現
在
ノ
事
態
ハ
必
ス
シ
モ
之
ヲ
必
要
ト
セ
サ
ル

モ
ノ
ト
認
メ
ラ
レ
旁
実
行
ト
同
時
ニ
通
報
ス
ル
モ
差
支
ナ
キ
義
ト
思
考
セ
ラ

ル
）

二、南
京
総
領
事
館
ニ
総
領
事
館
門
標
ト
共
ニ
公
使
館
ノ
門
標
ヲ
掲
ケ
且
同
日
附
ヲ

以
テ
在
南
京
総
領
事
館
員
全
部
ニ
対
シ
外
交
官
ノ
地
位
ヲ
与
ヘ
テ
執
務
上
外
交

部
ト
ノ
聯
絡
ニ
便
ナ
ラ
シ
ム
ル
ト
共
ニ
儀
礼
上
ノ
各
種
会
合
等
ニ
モ
出
席
ス
ル

便
ヲ
与
フ
ル
為
全
員
ニ
公
使
館
兼
任
ヲ
命
ス
（
出
来
得
レ
ハ
全
員
ヲ
公
使
館
勤

務
ト
シ
総
領
事
館
勤
務
ハ
兼
務
ト
ス
）

現
在
南
京
在
勤
高
等
官
ハ
何
レ
モ
公
使
館
兼
任
ト
ナ
リ
居
ル
ヲ
以
テ
事
実
上

ハ
判
任
官
ノ
ミ
ニ
新
ニ
公
使
館
兼
勤
ヲ
命
ス
レ
ハ
足
ル

右
ノ
結
果
判
任
官
ノ
在
勤
俸
ヲ
公
使
館
書
記
生
即
チ
北
平
公
使
館
並
ニ
増
額

ス
ル
コ
ト
ト
ス
レ
ハ
年
額
ニ
付
左
記
ノ
通
増
額
ヲ
来
ス
コ
ト
ト
ナ
ル

　
　
　
　
　
　
　

南
京
総
領
事
館
在
勤
俸　

在
支
公
使
館
在
勤
俸　
　

増

書
記
生　

特
一　
　
　
　

二
、
五
五
〇　
　
　
　

二
、
八
〇
〇　
　

二
五
〇

書
記
生　

二、三、四　
　
　

二
、
二
〇
〇　
　
　
　

二
、
四
〇
〇　
　

二
〇
〇

書
記
生　

五、六、七　　
　

一
、
八
〇
〇　
　
　
　

二
、
〇
〇
〇　
　

二
〇
〇

書
記
生　

八以
下　
　
　

一
、
六
〇
〇　
　
　
　

一
、
七
〇
〇　
　

一
〇
〇

然
ル
ニ
右
ニ
関
シ
テ
ハ
上
海
公
使
館
事
務
所
及
総
領
事
館
在
勤
書
記
生
ト

ノ
振
合
ヲ
考
慮
ス
ル
ヲ
要
ス
即
チ
上
海
ニ
於
ケ
ル
現
状
ヲ
述
フ
レ
ハ
左
ノ

通書
記
生
中
公
使
館
兼
勤
ニ
命
セ
ラ
レ
居
ル
ハ
現
在
朝
比
奈
、
岩
井
、
高
橋
ノ

三
名
ニ
シ
テ
他
ハ
全
部
総
領
事
館
在
勤
ト
ナ
リ
居
ル
モ
事
実
ハ
文
書
電
信

其
ノ
他
ノ
一
般
的
事
務
ニ
関
シ
公
使
館
及
総
領
事
館
ハ
不
可
分
ノ
関
係
ニ

在
リ
而
シ
テ
総
領
事
館
在
勤
俸
ハ
南
京
ト
同
額
ナ
ル
処
前
記
三
名
モ
現
在

ノ
処
依
然
総
領
事
館
並
ノ
在
勤
俸
ヲ
受
ケ
居
レ
リ

故
ニ
既
記
ノ
如
ク
南
京
ノ
書
記
生
ニ
公
使
館
並
ノ
在
勤
俸
ヲ
給
ス
ル
コ
ト

ト
ス
ル
場
合
ハ
振
合
上
上
海
総
領
事
館
在
勤
書
記
生
ニ
モ
全
部
公
使
館
兼

任
ヲ
命
シ
且
公
使
館
並
ノ
在
勤
俸
ヲ
給
ス
ル
ノ
要
ア
ル
次
第
ナ
リ

然
ル
ニ
北
平
在
勤
ノ
書
記
生
ハ
全
部
公
使
館
書
記
生
ト
シ
テ
現
在
南
京
及

上
海（
公
、
領
共
）ニ
在
勤
ス
ル
書
記
生
ヨ
リ
モ
高
額
ノ
在
勤
俸
ヲ
受
ケ
居
ル

次
第
ナ
ル
処
南
京
ハ
不
愉
快
且
不
自
由
ナ
ル
生
活
ニ
対
ス
ル
慰
安
ノ
意
味

並
ニ
公
使
館
書
記
生
ト
シ
テ
外
交
団
「
リ
ス
ト
」
ニ
載
セ
ラ
ル
ル
以
上
交
際

費
モ
必
要
ナ
ル
ヘ
シ
ト
ノ
意
味
合
ヲ
兼
ネ
又
上
海
ニ
関
シ
テ
ハ
同
地
ノ
生

活
費
カ
此
等
ニ
比
シ
テ
遥
カ
に
高
キ
コ
ト
並
ニ
南
京
ト
同
様
公
使
館
書
記

生
ト
シ
テ
外
交
団
ノ
一
員
タ
ル
ニ
依
ル
交
際
費
ノ
関
係
ヲ
モ
考
慮
シ
南
京

ニ
公
使
館
事
務
所
設
置
ノ
機
会
ニ
南
京
及
上
海
在
勤
書
記
生
全
部
ニ
公
使

館
書
記
生
兼
勤
ヲ
命
シ
且
公
使
館
並
ノ
在
勤
俸
ヲ
給
ス
ル
コ
ト
可
然
ト
思

考
セ
ラ
ル

三、館
長
ト
シ
テ
ハ
総
領
事
カ
一
等
書
記
官
ヲ
兼
任
ス
ル
次
第
ナ
ル
モ
場
合
ニ
依

リ
テ
ハ
之
ヲ
廃
シ
一
等
書
記
官
専
任
ト
シ
テ
専
ラ
外
交
事
務
ニ
当
ラ
シ
メ
領
事

官
ノ
職
務
ハ
領
事
（
在
南
京
米
国
総
領
事
同
様
参
事
官
事
務
ニ
専
任
ス
ル
総
領

事
以
外
領
事
事
務
ノ
ミ
ヲ
掌
ル
領
事
ヲ
新
ニ
派
遣
ス
ル
コ
ト
適
当
ナ
ル
ヘ
シ
）

副
領
事
ヲ
シ
テ
総
領
事
代
理
ト
シ
テ
之
ニ
当
ラ
シ
ム
ル
モ
可
ナ
ル
ヘ
シ
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○
史
料
七

外
務
省
内
で
打
合
せ
た
結
果
作
成
さ
れ
た
公
使
館
事
務
所
南
京
移
転
要
綱

〔
外
務
省
記
録
「
在
支
帝
国
公
館
関
係
雑
件　

移
転
関
係　

在
北
京
公
使
館
関
係

（
含
遷
都
ニ
ヨ
ル
各
国
公
使
館
ノ
南
遷
問
題
）」
第
一
巻（M

.1.3.0.2-2-1

）JA
CA

R 

Ref.B14090315200

（
第
一
～
三
画
像
目
）〕

在
支
公
使
館
南
京
移
転
ニ
関
ス
ル
件

昭
和
九
年
十
二
月
二
十
六
日
ノ
会
合（
出
席
者
、
重
光
次
官
、
桑
島
東
亜
局
長
、
岡

本
会
計
課
長
、
守
島
課
長
、
日
高
人
事
課
長
、
須
磨
総
領
事
）ニ
於
テ
大
体
打
合
ヲ

了
シ
タ
ル
在
支
公
使
館
南
京
移
転
要
綱
左
ノ
通

一、在
支
公
使
館
ヲ
成
ル
ヘ
ク
速
ニ
南
京
ニ
移
ス
コ
ト

二、右
目
的
達
成
ノ
為
ノ
応
急
弁
法
ト
シ
テ
左
記
ラ
イ
ン
ニ
ヨ
リ
南
京
ニ
公
使
館

　

事
務
所
ヲ
急
設
ス

㈠
建
物

現
在
ノ
南
京
総
領
事
館
ヲ
其
ノ
儘
公
使
館
事
務
所
ト
シ
帝
国
公
使
館
南
京

事
務
所
ノ
門
標
ヲ
掲
ケ
総
領
事
館
ノ
門
標
ハ
従
ト
ス

㈡
館
員

⑴�

公
使
館
一
等
書
記
官
兼
総
領
事（
一
等
書
記
官
ヲ
本
任
ト
ス
ル
モ
館
長
タ

ル
総
領
事
ノ
在
勤
俸
ヲ
支
出
シ
得
ル
様
本
省
会
計
課
ニ
テ
研
究
ス
但
シ

已
ム
ヲ
得
サ
レ
ハ
現
在
ノ
一
等
書
記
官
兼
任
制
ト
ス
実
際
上
ノ
総
領
事

館
事
務
ハ
左
記
⑶
ノ
館
員
ニ
於
テ
行
フ
コ
ト
、
公
使
館
事
務
ノ
円
滑
ヲ

期
ス
ル
為
右
一
等
書
記
官
ハ
将
来
成
ル
ヘ
ク
参
事
官
級
又
ハ
在
上
海
公

使
館
及
在
南
京
総
領
事
館
ヲ
通
シ
公
使
ノ
次
席
者
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
ル

方
針
ヲ
執
ル
コ
ト
）

⑵�

二
等
書
記
官
又
ハ
三
等
書
記
官
一
名（
上
海
ヨ
リ
増
員
ス
館
長
タ
ル
一
等

書
記
官
ヲ
輔
佐
シ
首
席
書
記
官
格
ト
シ
テ
公
使
館
事
務
所
総
務
ヲ
統
括

ス
外
交
部
宛
公
文
ノ
起
草
等
ハ
今
後
ハ
成
ル
ヘ
ク
南
京
ニ
於
テ
行
フ
コ

ト
）

⑶�

三
等
書
記
官
兼
副
領
事（
現
状
ノ
通
、儀
礼
事
項
等
ヲ
除
ク
ノ
外
実
際
上
ノ

総
領
事
館
事
務
ヲ
主
率
ス
）

⑷
外
交
官
補（
人
員
ハ
現
状
ノ
通
但
シ
外
交
官
補
専
任
ト
ス
）

⑸
通
訳
官
兼
副
領
事（
現
状
ノ
通
）

⑹�

公
使
館
書
記
生
兼
総
領
事
官
（
マ
マ
）書
記
生（
追
ツ
テ
上
海
ヨ
リ
一
両
名
増
員
致

度
、
公
使
館
ノ
方
ヲ
本
任
ト
ス
）

㈢
経
費

上
海
ヨ
リ
増
員
ス
ル
館
員
ノ
給
与
及
宿
舎
料
ハ
上
海
公
使
館
ヨ
リ
繰
入
ル

尚
漸
ヲ
追
フ
テ
在
支
公
使
館
ヲ
南
京
ニ
移
転
セ
シ
ム
ル
目
的
ヲ
以
テ
現
在

ノ
上
海
公
使
館
ノ
館
員
及
経
費
ヲ
縮
小
シ
（
三ノ
㈠
、
㈡
参
照
）南
京
事
務
所

ノ
経
費
ニ
充
ツ
、
前
記
公
使
館
在
勤
ヲ
本
任
ト
ス
ル
コ
ト
ヨ
リ
生
ス
ル
給
与

ノ
調
整
方
ニ
関
シ
テ
ハ
追
テ
研
究
ス
ル
コ
ト
ト
シ
給
与
ニ
関
シ
差
当
リ
テ

ハ
現
在
維
持
モ
已
ム
ヲ
得
サ
ル
コ
ト

三、�前
記
一ノ
急
速
実
現
ヲ
計
ル
為
左
記
各
項
ニ
付
具
体
案
ヲ
研
究（
本
省
及
関
係
公
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館
ニ
於
テ
）
ス
ル
コ
ト

㈠�
窮
局
ニ
於
テ
上
海
ニ
ハ
現
存
ノ
公
使
館
情
報
施
設
様
ノ
モ
ノ
ヲ
存
置（
公
使

館
又
ハ
総
領
事
館
ニ
）ス
ル
外
現
在
ノ
公
使
館
総
務
課
ハ
出
来
得
ル
限
リ
之

ヲ
縮
少
シ
漸
次
南
京
ニ
移
ル
コ
ト（
上
海
公
使
館
事
務
所
開
設
当
時
上
海
ニ

出
張
滞
在
セ
ル
公
使
館
ス
タ
フ
移
動
性
ノ
趣
旨
ニ
依
リ
公
使
南
京
移
転
前

上
海
ニ
ハ
結
局
ニ
於
テ
前
記
情
報
施
設
ノ
外
ハ
公
使
ノ
随
員
ト
シ
テ
書
記

官
、
通
訳
官
及
秘
書
各
一
名
位
残
留
ス
ル
ニ
止
マ
ル
コ
ト
ト
致
度
）

㈡�

在
上
海
公
使
館
ノ
南
京
移
転
ニ
伴
ヒ
在
上
海
総
領
事
館
総
務
課（
文
書
課
電

信
課
会
計
課
等
ハ
縮
小
シ
南
京
ノ
充
実
ニ
充
ツ
）ハ
多
少
充
実
ノ
要
ア
ル
ヘ

ク
公
使
館
事
務
縮
小
ニ
伴
フ
在
上
海
総
領
事
館
ト
在
上
海
公
使
館
間
ノ
事

務
分
担
関
係
ヲ
調
整
ス
ル
コ
ト（
前
項
㈠
及
本
項
ノ
具
体
案
ハ
在
支
公
使

ノ
諒
解
ヲ
得
テ
在
上
海
公
使
館
及
総
領
事
館
ニ
於
テ
立
案
セ
ラ
レ
度
）

㈢�

前
記
㈠
及
㈡
ノ
措
置
ニ
伴
フ
館
費
ノ
調
整
ニ
関
シ
テ
ハ
主
ト
シ
テ
本
省
ニ
於

テ
研
究
ス
ル
コ
ト

㈣�

在
北
平
公
使
館
モ
出
来
得
レ
ハ
現
在
ノ
南
京
ト
同
様
ナ
ル
制
度
ト
ス
ル
方
針

ニ
テ
研
究
ヲ
進
ム
ル
コ
ト
（
北
平
ニ
総
領
事
館
設
置
方
ニ
関
ス
ル
手
続
公
使

館
ノ
存
在
ト
義
和
団
議
定
書
ト
ノ
関
係
等
本
省
ニ
テ
研
究
ノ
コ
ト
）

四、在
南
京
公
使
館
敷
地
買
収
ノ
件

公
使
館
新
設
用
ノ
敷
地
ト
シ
テ
須
磨
総
領
事
私
案
中
ニ
ア
ル
附
近
土
地
ヲ
漸
次

内
密
買
収
ス
ル
コ
ト

（
買
収
土
地
ノ
選
定
、
買
収
ノ
方
法
、
買
収
ニ
必
要
ナ
ル
経
費
等
ハ
本
省
及
南
京

ニ
テ
研
究
立
案
ス
ル
コ
ト
）

○
史
料
八

有
吉
在
中
国
公
使
よ
り
、
上
海
に
当
面
の
間
拠
点
を
残
す
こ
と
を
前
提
と
し
た
公

使
館
事
務
所
南
京
移
転
案
の
提
出

〔
外
務
省
記
録
「
在
支
帝
国
公
館
関
係
雑
件　

移
転
関
係　

在
北
京
公
使
館
関
係

（
含
遷
都
ニ
ヨ
ル
各
国
公
使
館
ノ
南
遷
問
題
）」
第
一
巻（M

.1.3.0.2-2-1

）JA
CA

R 

Ref.B14090315200

（
第
九
～
一
四
画
像
目
）〕

機
密
甲
第
九
二
号

昭
和
十
年
二
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　

在
中
華
民
国

特
命
全
権
公
使　

有
吉　

明
〔
印
〕　

外
務
大
臣　

広
田　

弘
毅
殿

在
支
公
使
館
南
京
移
転
方
ニ
関
ス
ル
件

本
件
ニ
関
シ
先
般
須
磨
総
領
事
帰
任
ノ
際
携
行
セ
シ
メ
ラ
レ
タ
ル
要
綱
ニ
基
キ
当

方
ニ
於
テ
同
総
領
事
ヲ
交
ヘ
更
ニ
考
量
ヲ
加
ヘ
タ
ル
処
事
務
ノ
統
制
、
能
率
ノ
増

進
及
支
那
側
ニ
対
ス
ル
関
係
等
ヨ
リ
考
慮
ス
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
際
寧
ロ
右
要
綱
三ノ

趣
旨
ニ
従
ヒ
本
使
ニ
於
テ
原
則
ト
シ
テ
毎
月
相
当
期
間
ヲ
南
京
ニ
滞
在
ス
ル
コ
ト

ト
シ
同
時
ニ
現
在
上
海
ニ
駐
在
シ
居
ル
公
使
館
員
ハ
情
報
施
設
係
官
ヲ
除
キ
大
部

分
ハ
南
京
ニ
移
駐
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
ス
ル
ノ
案
ニ
テ
進
ム
コ
ト
可
ナ
ル
ヤ
ニ
思
料

セ
ラ
ル
ル
ニ
付
右
ノ
趣
旨
ニ
テ
別
紙
応
急
弁
法
案
ヲ
作
成
セ
リ
本
案
ニ
依
ル
ト
キ

ハ
本
使
ニ
於
テ
従
来
通
リ
上
海
ニ
於
ケ
ル
本
拠
ヲ
存
続
ス
ル
ト
共
ニ
毎
月
相
当
期
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間
ヲ
南
京
ニ
滞
在
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
結
果
従
来
ヨ
リ
多
少
経
費
ノ
増
加
ヲ
必
要
ト

ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
モ
右
ハ
過
渡
的
弁
法
ノ
期
間
ト
シ
テ
ハ
已
ム
ヲ
得
サ
ル
ヘ
ク
即

チ
此
ノ
際
上
海
ニ
於
ケ
ル
本
拠
ヲ
撤
廃
シ
テ
之
ヲ
南
京
ニ
移
ス
コ
ト
ハ
同
地
ニ
於

ケ
ル
官
舎
事
務
所
等
ノ
現
状
及
蘇
伊
両
国
大
使
カ
孰
レ
モ
当
地
ニ
本
拠
ヲ
有
シ
南

京
ニ
仮
宿
舎
及
事
務
所
ヲ
有
ス
ル
関
係
等
ニ
鑑
ミ
帝
国
ノ
体
面
上
頗
ル
面
白
カ
ラ

サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
当
地
ニ
ハ
蘇
伊
両
国
大
使
ヲ
始
メ
智
恵
古
、
瑞
西
、
波
蘭
、
瑞

典
、
諾
威
、
玖
馬
、
智
利
等
ノ
各
国
公
使
カ
常
住
又
ハ
本
拠
ヲ
有
シ
テ
或
程
度
ノ

外
交
団
ヲ
形
成
シ
居
リ
又
外
交
財
政
実
業
交
通
等
各
部
ノ
支
那
側
中
央
機
関
ハ
孰

レ
モ
当
地
ニ
弁
事
処
ヲ
有
シ
当
該
当
局
者
ハ
随
時
当
地
ニ
於
テ
重
要
事
務
ヲ
処
理

ス
ル
実
情
ナ
ル
外
支
那
側
要
人
ノ
多
ク
モ
当
地
ニ
住
居
ヲ
有
シ
居
リ
此
等
外
国
使

臣
支
那
側
中
央
当
局
及
要
人
ト
ノ
交
歓
接
触
上
ノ
点
並
在
滬
陸
海
軍
其
他
ノ
機
関

ト
ノ
連
絡
上
ノ
点
等
ヨ
リ
見
ル
モ
適
当
ノ
期
間
当
地
ニ
於
ケ
ル
本
拠
ヲ
維
持
ス
ル

必
要
ア
ル
コ
ト
夙
ニ
御
諒
解
ニ
難
カ
ラ
サ
ル
儀
ト
存
セ
ラ
ル
而
シ
テ
本
案
ハ
右
ノ

如
キ
必
要
ヲ
考
慮
ニ
入
レ
現
在
所
要
ノ
経
費
ヲ
基
礎
ト
シ
之
ヲ
余
リ
超
過
セ
サ
ル

範
囲
ニ
於
テ
立
案
セ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ニ
付
本
省
ニ
於
テ
モ
此
ノ
点
篤
ト
御
考
究
ノ
上

至
急
何
分
ノ
御
決
定
相
仰
キ
度
出
来
得
レ
ハ
直
ニ
実
行
ニ
着
手
シ
本
年
度
内
ニ
於

テ
之
ヲ
完
了
シ
得
ル
様
諸
般
ノ
準
備
ヲ
進
メ
ラ
レ
度
此
段
卑
見
申
進
ス

本
信
写
送
付
先
（
別
紙
共
）

北
平　

南
京　

上
海

〔
別
紙
〕

在
支
公
使
館
南
京
移
転
要
綱

一、在
支
公
使
館
ヲ
成
ル
ヘ
ク
速
ニ
南
京
ニ
移
ス
コ
ト

二、�右
目
的
達
成
ノ
為
応
急
弁
法
ト
シ
テ
左
記
ノ
趣
旨
ニ
ヨ
リ
南
京
ニ
公
使
館
事

務
所
ヲ
急
設
ス

㈠
建
物

現
在
ノ
南
京
総
領
事
館
ヲ
其
ノ
儘
公
使
宿
舎
及
公
使
館
事
務
所
ト
シ
帝
国

公
使
館
南
京
事
務
所
ノ
門
標
ヲ
掲
ケ
総
領
事
館
ノ
門
標
ハ
従
ト
ス

㈡
館
員

公
使
ニ
於
テ
毎
月
相
当
期
間
ヲ
南
京
ニ
滞
在
シ
現
在
ノ
館
員
ハ
上
海
ニ
於

ケ
ル
館
務
処
理
上
特
ニ
必
要
ア
ル
モ
ノ（
少
ク
ト
モ
書
記
官
一
名
）及
情
報

施
設
係
官
ヲ
除
キ
全
部
南
京
ニ
移
ス
コ
ト
ト
ス（
公
使
上
海
ニ
在
ル
間
ハ
上

海
ニ
於
ケ
ル
館
務
処
理
ニ
必
要
ナ
ル
随
員
ト
シ
テ
書
記
官
又
ハ
通
訳
官
一

名
及
秘
書
一
名
位
ヲ
上
海
ニ
派
駐
ス
）現
在
ノ
南
京
総
領
事
館
員
モ
公
使
館

員
ノ
方
ヲ
本
任
ト
ス
従
テ
上
海
ニ
於
ケ
ル
公
使
館
事
務
所
並
ニ
在
上
海
及

南
京
総
領
事
館
ノ
改
組
ヲ
下
記
三ニ
依
リ
テ
行
フ
コ
ト
、
上
記
ノ
趣
旨
ニ
従

ヒ
左
ノ
人
員
ヲ
南
京
ニ
置
ク

⑴�

一
等
書
記
官
二
名（
現
任
ノ
通
、
将
来
ハ
参
事
官
一
名
ヲ
増
員
ス
ル
コ
ト
ト

シ
此
ノ
場
合
ニ
ハ
館
務
ノ
模
様
ヲ
見
テ
一
等
書
記
官
ヲ
一
名
ニ
減
員
ス

ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
又
一
等
書
記
官
中
一
名
ハ
総
領
事
ヲ
兼
任
ス
ル
事
）

⑵�
二
等
書
記
官
及
三
等
書
記
官
四
名
現
在
南
京
ニ
在
ル
モ
ノ
一
名
上
海
ヨ
リ

移
転
ス
ル
モ
ノ
二
名
本
省
ヨ
リ
赴
任
ス
ル
モ
ノ
一
名
其
ノ
中
一
名
ハ
下

記
三ノ
⑵
ノ
総
領
事
館
事
務
ヲ
担
当
ス
ル
領
事
兼
三
等
書
記
官
ト
ス
ル
コ
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ト
）

⑶
外
交
官
補
一
名（
現
在
ノ
領
事
官
補
兼
外
交
官
補
ヲ
外
交
官
補
専
任
ト
ス
）

⑷
通
訳
官
兼
副
領
事
一
名
（
現
状
ノ
通
）

⑸
公
使
館
書
記
生
及
総
領
事
館
書
記
生

（
現
在
上
海
公
使
館
総
務
課
ニ
勤
務
シ
居
ル
書
記
生
二
名
ヲ
南
京
ニ
移
シ

現
在
南
京
ニ
在
勤
シ
居
ル
モ
ノ
ハ
現
状
ノ
通
リ
ト
シ
公
使
館
ノ
方
ヲ
本

任
ト
ス
尚
右
ノ
人
員
ヲ
以
テ
シ
テ
ハ
電
信
及
文
書
記
録
事
務
上
手
不
足

ヲ
生
ス
ヘ
キ
ニ
付
右
ノ
外
二
名
位
本
省
ヨ
リ
増
員
ノ
コ
ト
）

㈢
経
費

⑴�

館
員
ノ
給
与
、
宿
舎
料
及
宿
舎
設
備
ハ
現
在
ノ
上
海
公
使
館
員
及
南
京
総

領
事
館
員
ニ
対
ス
ル
給
与
、
宿
舎
料
及
宿
舎
設
備
ノ
程
度
ニ
於
テ
之
ヲ
支

給
ス
ル
立
前
ト
ス
ヘ
キ
モ
南
京
ニ
於
ケ
ル
官
舎
借
入
料
設
備
費
等
カ
上

海
ノ
夫
レ
ニ
比
シ
幾
分
高
キ
コ
ト
及
官
舎
移
転
ニ
要
ス
ル
費
用
等
ノ
為

或
程
度
ノ
経
費
増
加
ヲ
認
ム
ル
コ
ト

⑵�

公
使
官
邸
ニ
関
ス
ル
経
費
ハ
公
使
館
移
転
ノ
時
迄
上
海
南
京
ト
二
重
ノ
経

費
ヲ
要
シ
現
在
ヨ
リ
多
少
増
加
ス
ヘ
キ
モ
右
ハ
過
渡
的
期
間
ニ
於
ケ
ル

弁
法
ト
シ
テ
前
述
ノ
如
キ
特
別
ノ
必
要
ニ
基
ク
モ
ノ
ナ
レ
ハ
致
方
ナ
カ

ル
ヘ
シ

尤
モ
公
使
ハ
双
方
ノ
官
邸
ニ
於
テ
全
期
間
滞
在
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
ヲ

以
テ
其
ノ
不
在
期
間
中
ハ
相
当
節
約
シ
得
ヘ
ク
新
ナ
ル
経
費
増
加
ト
シ

テ
ハ
左
迄
大
ナ
ラ
サ
ル
ヘ
シ

⑶�

現
南
京
総
領
事
館
ハ
公
使
宿
舎
ト
シ
テ
ハ
設
備
万
端
不
充
分
ナ
ル
ニ
付
最

少
限
度
ノ
改
善
ヲ
要
ス
右
ニ
要
ス
ル
経
費
ハ
追
テ
計
上
稟
申
ス
ル
コ
ト

三、⑴
在
上
海
公
使
館
事
務
所

前
記
二ニ
ヨ
リ
公
使
館
総
務
課
員
ハ
全
部
南
京
ニ
移
ル
モ
公
使
ハ
上
海
ニ
本

拠
ヲ
存
続
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
上
海
ニ
於
ケ
ル
事
務
所
ハ
当
分
ノ
間
其

ノ
儘
ト
シ
同
事
務
所
ニ
ハ
公
使
上
海
滞
在
中
ハ
公
使
及
随
員
勤
務
シ
公
使

不
在
中
ハ
上
海
ニ
於
ケ
ル
館
務
処
理
ノ
為
少
ク
ト
モ
書
記
官
一
名
ヲ
勤
務

セ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
ス

現
在
ノ
情
報
施
設
ハ
過
渡
的
期
間
大
体
現
状
ノ
儘
存
置
シ
従
来
通
リ
公
使

ノ
指
揮
監
督
ニ
服
セ
シ
ム
ル
コ
ト
勿
論
ナ
ル
モ
在
上
海
総
領
事
館
ト
ノ
連

絡
ニ
便
ナ
ラ
シ
ム
ル
為
同
施
設
係
官
ヲ
総
領
事
館
兼
務
ト
ス
ル
コ
ト
ア
ル

ヘ
シ

南
京
ニ
於
テ
モ
情
報
事
務
ノ
必
要
ナ
ル
コ
ト
ハ
云
フ
迄
モ
ナ
キ
モ
之
レ
ハ

総
務
課
員
ニ
於
テ
兼
務
ス
ル
コ
ト
ト
シ
現
在
ノ
施
設
ハ
此
種
ノ
仕
事
ニ
関

ス
ル
上
海
ノ
特
異
性
ニ
鑑
ミ
之
ヲ
上
海
ニ
存
置
ス
但
シ
情
報
施
設
係
官
ハ

常
ニ
公
使
ノ
指
揮
ヲ
受
ク
ル
必
要
ア
ル
ヲ
以
テ
随
時
南
京
ニ
出
張
ス
ル
モ

ノ
ト
ス

右
上
海
公
使
館
事
務
所
ノ
縮
小
ニ
伴
フ
在
上
海
総
領
事
館
ト
ノ
事
務
分
担

関
係
ノ
調
整
ニ
関
シ
テ
ハ
追
テ
立
案
ノ
上
稟
申
ス
ル
コ
ト

⑵
在
南
京
総
領
事
館

公
使
館
事
務
所
ノ
南
京
新
設
ニ
伴
ヒ
同
地
総
領
事
館
ヲ
縮
小
シ
名
目
上
ハ

一
等
書
記
官
ノ
中
一
名
ヲ
シ
テ
総
領
事
ヲ
兼
任
セ
シ
ム
ル
モ
実
際
上
ノ
館

務
ハ
前
記
二ノ
⑶
ノ
館
員
ニ
於
テ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
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⑶
在
上
海
総
領
事
館

公
使
館
事
務
所
南
京
移
転
ニ
伴
ヒ
在
上
海
総
領
事
館
総
務
課
ハ
増
員
ノ
要
ア

リ
⑷
在
北
平
公
使
館

究
局
ニ
於
テ
公
使
館
南
京
移
転
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
改
組
ニ
関
シ
テ
ハ
追
テ

研
究
ノ
コ
ト
ト
シ
其
レ
迄
ノ
間
ハ
現
状
ノ
儘
ト
ス

四、�⑴
在
南
京
公
使
館
敷
地
ノ
選
定
買
収
等
ニ
関
シ
テ
ハ
追
テ
立
案
ノ
上
稟
申
ス
ル

コ
ト

⑵�

上
海
ヨ
リ
移
駐
ス
ヘ
キ
館
員
ノ
宿
舎
借
入
及
設
備
等
ニ
付
テ
ハ
前
記
二ノ
大

綱
決
定
次
第
至
急
之
ヲ
実
行
シ
得
ル
様
在
南
京
総
領
事
館
ニ
於
テ
準
備
ノ
コ

ト
右
館
員
ノ
宿
舎
借
入
及
設
備
出
来
次
第
速
カ
ニ
上
海
ニ
於
ケ
ル
官
舎
ヲ
撤

去
ス

○
史
料
九

有
吉
公
使
の
提
案
を
経
て
決
定
し
た
外
務
本
省
の
「
応
急
移
転
弁
法
要
綱
」

〔
外
務
省
記
録
「
在
支
帝
国
公
館
関
係
雑
件　

移
転
関
係　

在
北
京
公
使
館
関
係

（
含
遷
都
ニ
ヨ
ル
各
国
公
使
館
ノ
南
遷
問
題
）」
第
一
巻（M

.1.3.0.2-2-1

）JA
CA

R 

Ref.B14090315200

（
第
五
三
～
五
五
画
像
目
）〕

亜
一
機
密
第
四
七
号

昭
和
十
年
三
月
十
一
日

広
田
外
務
大
臣　

在
支　

有
吉
公
使

在
南
京
公
使
館
事
務
所
開
設
ニ
関
ス
ル
件

本
件
ニ
関
シ
二
月
九
日
附
機
密
公
第
九
二
号
貴
信
ヲ
以
テ
御
申
越
ノ
次
第
諒
承
仍

ツ
テ
当
方
ニ
於
テ
種
々
考
究
ヲ
加
ヘ
タ
ル
結
果
不
取
敢
ノ
方
策
ト
シ
テ
別
紙
「
応

急
移
転
弁
法
要
綱
」
ヲ
決
定
シ
右
ニ
依
リ
出
来
得
ル
限
リ
速
ニ
実
行
ス
ル
コ
ト
ト

致
シ
タ
ル
ニ
付
テ
ハ
委
細
別
紙
ニ
依
リ
御
承
知
相
成
度
此
段
回
報
申
進
ス

尚
別
添
「
公
使
館
南
京
移
転
弁
法（
省
略
）
案
」
ハ
一
応
ノ
試
案
ニ
テ
貴
方
御
作
成
ノ
「
在

支
公
使
館
南
京
移
転
要
綱
」
等
ヲ
モ
斟
酌
シ
今
後
更
ニ
詳
細
研
究
ヲ
進
メ
漸
次
移

転
完
成
ヲ
期
シ
度
所
存
ナ
ル
ニ
付
右
御
含
置
相
成
度

本
信
写
送
付
先　

南
京
、
北
平

〔
別
紙
〕　 

昭
和
十
年
三
月
一
日
東
亜
局
第
一
課
起
案

同　

三
月
五
日
決
裁

在
南
京
公
使
館
事
務
所
開
設
ニ
関
ス
ル
件

一、�近
年
支
那
国
内
事
情
ノ
推
移
及
最
近
ニ
於
ケ
ル
日
支
関
係
ノ
成
行
等
ニ
鑑
ミ
成

ル
可
ク
早
キ
適
当
ノ
機
会
ニ
在
支
公
使
ヲ
南
京
ニ
常
駐
セ
シ
メ
現
在
上
海
ニ
在

ル
公
使
館
事
務
所
ヲ
南
京
ニ
移
転
ス
ル
コ
ト
望
マ
シ
キ
次
第
ナ
ル
カ
此
ノ
際
之

ヲ
一
挙
ニ
実
施
ス
ル
コ
ト
ハ
会
計
等
ノ
困
難
モ
ア
リ
其
ノ
他
慎
重
考
慮
ヲ
要
ス

ル
次
第
ナ
リ

二、�仍
テ
此
ノ
際
ト
シ
テ
ハ
左
記
応
急
移
転
弁
法
要
綱
ニ
依
リ
応
急
ノ
措
置
ヲ
講
シ

公
使
ニ
於
テ
ハ
出
来
得
ル
限
リ
長
期
ニ
亘
リ
南
京
ニ
滞
在
ス
ル
コ
ト
ト
ス
ル
ト
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共
ニ
今
後
ノ
措
置
振（
一
応
ノ
試
案
ハ
別（
編
注
）紙

ノ
通
リ
）ニ
付
テ
ハ
更
ニ
研
究
ノ
上

決
定
ス
ル
コ
ト
ト
致
度

右
仰
高
裁

　
　
　
　
　
　

左
記

応
急
移
転
弁
法
要
綱

㈠
門
標

本
件
ハ
支
那
側
ニ
対
ス
ル
反
響
ヲ
モ
考
慮
ス
ル
要
ア
ル
ニ
付
適
当
ノ
時
期
ニ
本

省
ノ
指
図
ニ
依
リ
「
日
本
帝
国
公
使
館
事
務
所
」
ノ
門
標
ヲ
掲
ク
ル
コ
ト
但
シ

左
記
㈡
以
下
ノ
措
置
ハ
門
標
ノ
問
題
ト
直
接
関
聯
ナ
ク
出
来
得
ル
限
リ
速
ニ
実

施
ス
ル
コ
ト

㈡
建
物

イ
公
使
館
事
務
所

経
費
ノ
都
合
付
キ
次
第
現
在
ノ
総
領
事
館
事
務
所
ニ
改
善
及
拡
張
ヲ
加
フ

ル
コ
ト
ト
シ
差
当
リ
現
在
ノ
総
領
事
館
事
務
所
ヲ
其
ノ
儘
使
用
ス

ロ
官
舎

⑴�

公
使
南
京
滞
在
中
ノ
官
舎
ト
シ
テ
ハ
現
在
ノ
総
領
事
官
舎
ヲ
其
ノ
儘
使

用
ス
但
シ
経
費
ノ
都
合
付
キ
次
第
改
善
ヲ
加
フ

⑵�

経
費
ノ
都
合
付
キ
次
第
総
領
事
用
新
官
舎
ヲ
建
築
、
購
入
又
ハ
賃
借
ス
ル

コ
ト
ト
シ
差
当
リ
ハ
後
掲
⑶
例
エ
ハ
李
済
琛
旧
宅
ノ
一
部
ヲ
之
ニ
当
ツ

⑶�

例
エ
ハ
李
済
琛
旧
宅
ヲ
賃
借
シ
之
ヲ
前
記
⑵
差
当
リ
ノ
総
領
事
新
官
舎
及

増
員（
後
記
ノ
如
ク
書
記
官
一
名
書
記
生
一
名
）後
ノ
館
員
宿
舎
ニ
充
当
ス

㈢
館
員
ノ
増
員

⑴
書
記
官
一
名
本
省
事
務
官
級
ヨ
リ
任
命
ス

⑵�

差
当
リ
本
省
ヨ
リ
書
記
生
一
名
任
命
ス
尚
追
テ
都
合
付
キ
次
第
上
海
ヨ
リ
書

記
生
一
名
任
命
ス

㈣
事
務
ノ
調
整

公
使
南
京
不
在
中
上
海
公
使
館
事
務
所
ト
南
京
同
事
務
所
ト
ノ
事
務
聯
絡
ハ
大

体
従
来
ノ
上
海
公
使
館
事
務
所
ト
南
京
総
領
事
館
ト
ノ
事
務
聯
絡
ノ
方
法
ヲ
踏

襲
ス
ル
モ
前
記
南
京
側
増
員
ニ
モ
顧
ミ
南
京
ニ
テ
処
理
ス
ル
事
務
ヲ
多
ク
ス
ル

趣
旨
ニ
テ
可
然
調
整
ス

編
注　

省
略
。「
公
使
館
南
京
移
転
弁
法
案
」
か
。

○
史
料
一
〇

在
中
国
公
使
館
の
大
使
館
昇
格
後
も
、
名
目
上
の
大
使
館
は
北
平
に
存
続
し
て
い

る
建
前
と
す
る
旨
各
国
駐
在
大
公
使
へ
通
報

〔
外
務
省
記
録
「
在
支
帝
国
公
館
関
係
雑
件　

移
転
関
係　

在
北
京
公
使
館
関
係

（
含
遷
都
ニ
ヨ
ル
各
国
公
使
館
ノ
南
遷
問
題
）」
第
一
巻（M

.1.3.0.2-2-1

）JA
CA

R 

Ref.B14090315200

（
第
九
二
～
九
三
画
像
目
）〕

亜
一
機
密
合
第
一
七
〇
九
号

昭
和
十
年
九
月
二
十
三
日

外
務
大
臣　

広
田　

弘
毅　

在
支
列
国
大
使
館
ニ
関
ス
ル
件
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本
件
ニ
関
シ
御
参
考
迄
左
記
申
進
ス

　
　
　
　
　

記

一、�有
吉
大
使
及
「
カ
ド
ー
ガ
ン
」
英
国
大
使
ハ
六
月
十
四
日
及
同
十
五
日
夫
々
国

書
捧
呈
ヲ
了
セ
ル
処
ソ
ノ
後
独
逸（
九
月
十
四
日
）米
国（
同
十
七
日
）モ
相
続

イ
テ
信
任
状
ヲ
捧
呈
セ
リ
尚
仏
国
ハ
曩
ニ
六
月
初
同
国
外
相
ヨ
リ
支
那
代
理
公

使
ニ
対
シ
仏
支
両
国
公
使
館
ノ
昇
格
方
申
出
テ
支
那
側
モ
之
ニ
応
シ
顧
維
鈞
ヲ

大
使
ト
ス
ル
方
針
ナ
リ
シ
趣
ナ
ル
モ
其
ノ
後
仏
国
議
会
ニ
於
テ
豫
算
成
立
セ
サ

リ
シ
ヤ
ニ
テ
未
タ
正
式
決
定
ヲ
見
居
ラ
サ
ル
由

二、�大
使
館
ノ
所
在
地
ニ
関
シ
テ
ハ
「
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
」
独
逸
大
使
ハ
国
書
捧
呈
ノ

際
北
平
ハ
事
務
所
ニ
止
メ
大
使
館
ハ
南
京
ト
ス
ヘ
キ
旨
申
入
レ
又
米
国
ハ
九
月

十
七
日
ヨ
リ
南
京
総
領
事
館
ヲ
閉
鎖
シ
之
ヲ
上
海
総
領
事
館
ノ
管
轄
区
域
ニ
移

ス
ト
共
ニ
従
来
ノ
南
京
事
務
所
ヲ
大
使
館
ト
ス
ヘ
キ
旨
支
那
側
に
通
告
セ
ル
趣

ノ
処（
但
シ
「
ジ
ョ
ン
ソ
ン
」
大
使
ハ
随
時
北
平
ニ
モ
赴
ク
筈
ニ
テ
結
局
大
使

ノ
赴
ク
所
ヲ
大
使
館
ト
ス
ル
建
前
ナ
ル
由
）十
八
日
「
カ
ド
ー
ガ
ン
」
大
使
ハ

須
磨
総
領
事
ニ
対
シ
独
逸
ハ
団
匪
議
定
書
ト
無
関
係
ナ
ル
ニ
付
大
使
館
ヲ
南
京

ニ
駐
在
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ニ
決
定
セ
ル
模
様
ナ
ル
モ
英
国
ハ
北
平
及
南
京
ニ
大
使

館
ヲ
置
ク
建
前
ト
シ
議
定
書
ノ
利
益
ハ
捨
テ
サ
ル
積
リ
ナ
リ
ト
語
レ
ル
趣
ナ
リ

三、�我
方
ニ
於
テ
ハ
南
京
ニ
大
使
館
事
務
所（
現
在
上
海
ニ
ア
ル
モ
ノ
モ
事
務
所
ナ

リ
）ヲ
開
設
ス
ル
方
針
ノ
下
ニ
目
下
諸
般
ノ
準
備
ヲ
進
メ
居
ル
次
第
ナ
ル
モ
大

使
館
ハ
依
然
北
平
ニ
ア
ル
建
前
ナ
リ
此
ノ
点
差
当
リ
貴
官
限
リ
御
含
迄

本
信
宛
先　

在
満
、
英
、
米
、
仏
、
白
、
独
、
伊
、
露
、
各
大
使

　
　
　
　
　

在
西
班
牙
、
和
蘭
各
公
使
、
在
寿
府
国
際
会
議
帝
国
事
務
局
長

○
史
料
一
一

上
海
に
も
大
使
館
事
務
系
統
を
残
す
前
提
で
、
一
九
三
七
年
一
月
よ
り
大
使
館
事

務
所
を
南
京
へ
移
転
さ
せ
る
案
を
提
示
し
た
在
中
国
川
越
大
使
の
「
大
使
館
南
京

移
転
弁
法
」

〔
外
務
省
記
録
「
在
支
帝
国
公
館
関
係
雑
件　

移
転
関
係　

在
北
京
公
使
館
関
係

（
含
遷
都
ニ
ヨ
ル
各
国
公
使
館
ノ
南
遷
問
題
）」
第
二
巻（M

.1.3.0.2-2-1

）JA
CA

R 

Ref.B14090315500

（
第
六
四
～
七
〇
画
像
目
）〕

機
密
大
第
六
〇
五
号

昭
和
十
一
年
十
一
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
中
華
民
国

特
命
全
権
大
使　

川
越　

茂
〔
印
〕　

外
務
大
臣　

有
田　

八
郎
殿

大
使
館
上
海
事
務
所
南
京
移
転
ニ
関
ス
ル
件

本
件
ニ
関
シ
テ
ハ
本
使
赴
任
前
ノ
打
合
ニ
従
ヒ
着
任
後
現
地
ノ
実
情
ヲ
斟
酌
シ
篤

ト
考
慮
中
ナ
リ
シ
カ
最
近
更
ニ
御
来
訓
ノ
次
第
ア
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
右
趣
旨
ヲ
モ
加

味
シ
一
先
ツ
別
紙
甲
号
弁
法
ニ
依
ル
コ
ト
可
然
ト
ノ
見
解
ニ
到
達
セ
ル
ニ
付
テ
ハ

右
御
採
択
相
仰
キ
度
尚
右
弁
法
実
施
期
ニ
付
テ
ハ
人
繰
ノ
関
係
ヲ
考
慮
シ
明
年
一

月
一
日
ト
豫
定
シ
居
リ
新
陣
容
ニ
付
テ
ハ
追
テ
申
進
ノ
筈
ニ
付
御
含
置
相
成
度

追
而
本
件
弁
法
ハ
素
ヨ
リ
暫
行
的
性
質
ノ
モ
ノ
ニ
シ
テ
窮
極
ニ
於
テ
ハ
屢
次
御

来
訓
ノ
通
徹
底
的
ニ
移
転
ヲ
為
シ
度
キ
所
存
ナ
ル
モ
右
ニ
付
テ
ハ
是
非
共
関
係
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各
公
館
ノ
人
員
ヲ
一
層
充
実
ス
ル
ノ
要
ア
ル
ヲ
以
テ
今
ヨ
リ
篤
ト
御
考
究
置
相

成
度
御
参
考
ノ
為
別
紙
乙（
省
略
）号当

方
理
想
案
併
セ
テ
送
付
申
進
ス

本
信
写
送
付
先　

北
平　

南
京　

上
海

〔
別
紙
甲
号
〕

大
使
館
南
京
移
転
弁
法

一、要
旨

部
外
ニ
対
ス
ル
関
係
ニ
於
テ
ハ
大
使
館
上
海
事
務
所
ハ
昭
和
十
二
年
一
月
一
日

ヨ
リ
南
京
ニ
移
転
ス
ル
建
前
ト
ス

内
部
関
係
ニ
於
テ
ハ
暫
定
的
ニ
上
海
総
領
事
館
内
ニ
領
事
館
固
有
ノ
事
務
系
統

ト
分
離
セ
ル
大
使
館
的
事
務
系
統
ヲ
残
シ（
尤
モ
原
則
ト
シ
テ
領
事
館
員
ヲ
本

任
タ
ラ
シ
ム
）且
南
京
ト
上
海
ト
ノ
事
務
分
担
ハ
概
ネ
従
来
通
ト
ス

二、大
使

大
使
ハ
随
時
南
京
及
上
海
ニ
駐
在
ス

大
使
ニ
ハ
常
時
書
記
生
一
名
ヲ
随
伴
セ
シ
メ
尚
南
京
駐
在
中
ハ
原
則
ト
シ
テ
上

海
在
勤
ノ
館
員
書
記
官
級（
経
済
関
係
担
当
者
ヲ
原
則
ト
ス
）一
名
上
海
駐
在
中

ハ
通
訳
官（
南
京
在
勤
）一
名
ヲ
随
行
セ
シ
ム

三、南
京
大
使
館
ノ
構
成

㈠
大
使
ノ
外
左
記
人
員
ヲ
以
テ
構
成
ス

イ
参
事
官

ロ
総
務
課

事
務
総
長（
一
等
書
記
官
）　

一
名

書
記
官　

二
名

通
訳
官　

二
名

理
事
官　

一
名

書
記
生　

四
名

（
註
一
）通
訳
官
一
名
ハ
大
使
上
海
滞
在
中
随
行
ス

（
註
二
）書
記
生
一
名
ハ
大
使
ノ
随
員
ト
ス

（
註
三
）�事
務
総
長
タ
ル
書
記
官
及
理
事
官
ハ
夫
々
総
領
事
及
副
領
事
ヲ
兼

任
セ
シ
メ
南
京
総
領
事
館
ノ
事
務
ヲ
処
理
セ
シ
ム

ハ
其
ノ
他

会
計
、
電
信
、
文
書
課
ヲ
置
キ
理
事
官
一
名（
前
項
総
務
課
勤
務
者
ヲ
兼

任
セ
シ
ム
ル
カ
別
ニ
会
計
理
事
官
又
ハ
経
理
官
ヲ
置
ク
）電
信
官
一
名
及

書
記
生
五
名（
電
信
三
名
、
文
書
、
会
計
各
一
名
）ニ
於
テ
事
務
ヲ
分
担
ス

尚
右
ノ
中
少
ク
ト
モ
会
計
係
タ
ル
書
記
生（
理
事
官
）ハ
総
領
事
館
兼
勤
ト

ス

㈡�

南
京
ニ
於
ケ
ル
館
員
ハ
何
レ
モ
大
使
館
員
ト
シ
総
領
事
館
員
ヲ
本
任
ト
ス
ル

モ
ノ
ヲ
置
カ
ス
前
記
ノ
如
ク
必
要
ナ
ル
人
員
ハ
総
領
事
館
兼
任
タ
ラ
シ
ム

四、上
海
総
領
事
館
ニ
於
ケ
ル
大
使
館
事
務
系
統
ノ
構
成

㈠�

上
海
総
領
事
館
ニ
於
ケ
ル
大
使
館
的
事
務（
大
体
ニ
於
テ
現
在
ノ
情
報
部
事

務
及
総
務
課
中
特
ニ
経
済
方
面
ノ
事
務
）ハ
当
分
ノ
間
引
続
キ
総
領
事
館
固

有
ノ
事
務
系
統
ト
分
離
シ
即
チ
大
体
現
状
ノ
儘
ニ
於
テ
上
海
ニ
置
ク
右
大
使

館
的
系
統
ハ
直
接
大
使
ノ
指
揮
命
令
ス
ル
所
ト
ス（
別
紙
乙
号
理
想
案
ニ
於

テ
ハ
総
領
事
（
兼
参
事
官
）
ハ
右
両
系
統
ヲ
其
ノ
指
揮
下
ニ
置
ク
コ
ト
ト
シ
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ア
ル
モ
本
暫
行
弁
法
ニ
於
テ
ハ
両
系
統
ヲ
分
離
セ
リ
）

㈡
大
使
館
的
事
務
系
統
ノ
構
成
ハ
左
ノ
通
ト
ス

イ
政
務
、
情
報
課

書
記
官
級　

一
名

官
補
級　
　

一
名

書
記
生　
　

三
名

ロ
経
済
、
調
査
課

書
記
官
級　

二
名

官
補
級　
　

二
名

書
記
生　
　

二
名

嘱
託　
　
　

五
名

（
註
一
）�政
務
、
情
報
課
ハ
大
体
現
在
ノ
情
報
部
ノ
事
務
ヲ
担
当
ス
ル
モ
現

在
ノ
総
務
課
ノ
事
務
中
政
務
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
ヲ
モ
管
掌
ス

（
註
二
）�経
済
、
調
査
課
ハ
大
体
現
在
ノ
総
務
課
ノ
事
務
中
経
済
方
面
ノ
事

務
ヲ
管
掌
ス
ル
外
新
ニ
継
続
的
経
済
調
査
ノ
事
務
ヲ
掌
ル（
主
ト

シ
テ
嘱
託
五
名
ヲ
シ
テ
之
ニ
当
ラ
シ
ム
）

（
註
三
）大
使
滞
寧
中
経
済
、
調
査
課
書
記
官
級
一
名
ヲ
随
行
セ
シ
ム

㈢�

上
海
ニ
於
ケ
ル
大
使
館
事
務
担
当
者
ハ
何
レ
モ
形
式
上
総
領
事
館
員
タ
ラ
シ

メ
大
使
館
員
ヲ
兼
任
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
原
則
ト
ス（
右
ニ
依
リ
別
紙
乙
号
理

想
案
ニ
近
ツ
キ
大
使
館
移
転
ノ
趣
旨
ヲ
徹
底
セ
シ
ム
ル
ト
共
ニ
特
ニ
上
海

ニ
於
ケ
ル
領
事
館
系
統
ト
ノ
間
ニ
於
ケ
ル
待
遇
上
ノ
不
均
衡
ヲ
避
ケ
ム
ト

ス
）

然
レ
ト
モ
之
カ
為
同
シ
ク
大
使
館
ノ
事
務
ニ
従
事
ス
ル
南
京
及
北
平
館
員
ト

ノ
間
ニ
待
遇
上
ノ
不
均
衡
ヲ
生
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
現
実
ノ
問
題
ト
シ
テ
上
海

ニ
於
ケ
ル
本
系
統
ノ
職
員
ニ
例
エ
ハ
三
等
古
参
ノ
モ
ノ
ヲ
任
命
ス
ル
如
キ
場

合
ニ
於
テ
同
官
ヲ
領
事
ト
セ
ハ
在
勤
俸
著
シ
ク
減
少
シ
之
ヲ
館
長
ニ
非
サ
ル

総
領
事
ト
セ
ハ
余
リ
ニ
多
キ
ニ
過
ク
ル
ノ
不
便
ア
リ
従
テ
右
ノ
如
キ
場
合
ニ

於
テ
ハ
止
ム
ヲ
得
ス
同
官
ヲ
シ
テ
大
使
館
一
等
書
記
官
ヲ
本
任
ト
シ
領
事
又

ハ
総
領
事（
館
長
ニ
非
サ
ル
）ヲ
兼
任
セ
シ
ム
ル
ノ
要
ア
リ
而
シ
テ
此
ノ
場
合

ニ
於
テ
大
使
館
南
京
移
転
ノ
建
前
ヲ
多
少
枉
ク
ル
ニ
至
ル
ハ
給
与
上
ノ
不
均

衡
ヨ
リ
来
ル
結
果
ニ
シ
テ
是
非
ナ
カ
ル
ヘ
シ

叙
上
ノ
次
第
ナ
ル
ヲ
以
テ
成
ル
可
ク
速
カ
ニ
支
那
ニ
関
ス
ル
在
勤
俸
ヲ
改

正
シ（
特
ニ
上
海
在
勤
領
事
ノ
在
勤
俸
ニ
等
級
ヲ
設
ク
ル
点
）以
テ
大
使
館

員
ト
領
事
館
員
ト
ノ
間
ニ
於
ケ
ル
待
遇
上
ノ
不
均
衡
ヲ
是
正
セ
ラ
ル
ル
ノ

要
ア
リ

五、南
京
及
上
海
ノ
人
員
ノ
充
実

別
紙
乙
号
ノ
理
想
案
ニ
依
ラ
ス
ト
モ
前
記
三、及
四、ノ
人
員
ハ
之
ヲ
現
状
ニ
較
フ

レ
ハ
電
信
、
会
計
、
文
書
ヲ
除
キ
書
記
官
、
官
補
ヲ
通
シ
三
名
、
書
記
生
二
名

及
嘱
託
五
名
ノ
増
員
ト
ナ
ル
モ
右
ハ
既
往
ニ
於
ケ
ル
南
京
及
上
海
ノ
当
該
人
員

ニ
比
シ
決
シ
テ
多
キ
ニ
過
キ
サ
ル
次
第
ニ
シ
テ
此
ノ
際
是
非
共
実
現
ヲ
要
ス

六、文
書
、
電
信
ノ
処
理

別
紙
乙
号
理
想
案
ニ
依
レ
ハ
上
海
ニ
於
ケ
ル
事
務
ハ
尽
ク
総
領
事
ノ
統
轄
ス
ル

所
ト
ナ
ル
次
第
ナ
レ
ハ
殆
ト
別
ニ
問
題
起
ラ
サ
ル
次
第
ナ
ル
モ
（
上
海
ノ
発
受

電
、
公
信
ハ
総
テ
総
領
事
名
義
ト
シ
大
使
滞
滬
中
大
使
ヨ
リ
発
電
、
発
信
ス
ル
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モ
ノ
ハ
「
大
使
ヨ
リ
」
ト
冠
セ
ハ
可
ナ
ル
コ
ト
恰
モ
現
在
ノ
南
京
ニ
於
ケ
ル
ト

同
様
ナ
リ
）
本
暫
行
弁
法
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
如
キ
方
法
ニ
依
ル
ノ
要
ア
リ

㈠�

上
海
ニ
於
ケ
ル
大
使
館
的
事
務
系
統
ハ
文
書
、
電
信
ノ
発
受
共
現
在
通
リ
大

使
名
ヲ
用
フ
（「
ケ
ー
ブ
ル
・
ア
ド
レ
ス
」
ハ
従
来
通
リ
ト
ス
）
但
シ
大
使

不
在
ノ
際
ハ
次
ノ
如
ク
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

イ
発
電

番
号
ハ
大
使
名
義
ノ
番
号
ヲ
踏
襲
ス
ル
モ
「
首
席
書
記
官
ヨ
リ
」
ノ
補
助

符
号
ヲ
附
ス
（
本
省
ニ
於
テ
右
様
取
計
ヒ
置
キ
ア
リ
度
シ
）

ロ
発
信

イ
ト
同
様
番
号
ヲ
踏
襲
ス
ル
モ
首
席
書
記
官
名
義
ト
ス

ハ
受
電
、
受
信

首
席
書
記
官
名
義
ト
ス
ル
モ
後
記
ノ
如
キ
重
要
ナ
ル
事
務
ニ
関
ス
ル
モ
ノ

ハ
可
能
ナ
ル
範
囲
ニ
於
テ
南
京
大
使
宛
ト
ス

㈡�

南
京
大
使
館
ハ
新
ニ
参
事
官（
参
事
官
不
在
ノ
場
合
ニ
ハ
首
席
書
記
官
、
以

下
同
シ
）名
義
ヲ
以
テ
発
受
ス（
総
領
事
館
事
務
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
ハ
総
領
事
名

義
ト
ス　

若
シ
明
年
一
月
一
日
以
外
ノ
期
日
ニ
於
テ
移
転
ス
ル
場
合
ニ
ハ
総
領
事
館
発

受
ノ
モ
ノ
ハ
従
来
ノ
番
号
ヲ
踏
襲
シ
参
事
官
ハ
新
番
号
ヲ
用
フ
）

但
シ
大
使
南
京
滞
在
中
ハ
南
京
参
事
官
ノ
番
号
ヲ
踏
襲
シ
而
モ
大
使
名
義
ヲ

以
テ
発
受
ス
ル
為
左
ノ
如
ク
ス

イ
発
電

「
南
京
大
使
」
ナ
ル
補
助
符
号
ヲ
用
フ（
本
省
ニ
於
テ
準
備
ア
リ
度
シ
）

ロ
発
信

大
使
名
義
ト
ス

ハ
受
電
、
受
信

南
京
大
使
名
義
ト
ス

㈢�

本
省
及
在
外
公
館
ヨ
リ
ノ
大
使
宛
電
報
公
信
ハ
原
則
ト
シ
テ
従
来
通
リ
上
海

宛
ト
シ
南
京
及
北
平
ニ
転
報
ス
尤
モ
前
記
㈠
ノ
ハ
ノ
如
ク
大
使
南
京
滞
在
中

ハ
可
能
ナ
ル
範
囲
ニ
於
テ
南
京
宛
ト
シ
上
海
、
北
平
ニ
転
報
ス

㈣�

南
京
ノ
「
ケ
ー
ブ
ル
ア
ド
レ
ス
」
呼
出
符
号
等
ニ
付
テ
ハ
本
年
三
月
中
旬
南

京
発
電
報
申
進
ノ
通

○
史
料
一
二

一
九
三
六
年
時
点
に
お
け
る
各
国
の
在
中
国
大
公
使
館
の
所
在
に
つ
い
て
の
表

〔
外
務
省
記
録
「
在
支
帝
国
公
館
関
係
雑
件　

移
転
関
係　

在
北
京
公
使
館
関
係

（
含
遷
都
ニ
ヨ
ル
各
国
公
使
館
ノ
南
遷
問
題
）」
第
二
巻（M

.1.3.0.2-2-1

）JA
CA

R 

Ref.B14090315500

（
第
九
五
～
九
九
画
像
目
）〕

南
京
ニ
於
ケ
ル
各
国
大
公
使
館
ノ
現
状
並
其
拡
張
計
画

十
一
、
九
、
八

〔
本
文
は
省
略
。
図
表
は
74
頁
参
照
。〕
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丁
抹

 
和

 
白

 
蘇

聯
 

伊
 

仏
 

独
 

米
 

英
 

 

 

―― 

公 使 館 ヲ 保 有 シ 書 記 官 常

駐 ス  

公 使 館 ヲ 保 有 シ 参 事 官 常

駐 ス  

 

―― 

大 使 館 ヲ 保 有 シ 書 記 官 常

駐 ス  

大 使 館 ヲ 保 有 ス 参 事 官 並

ニ 書 記 官 常 駐 ス  

事 務 所 ヲ 置 キ 書 記 官 ヲ 常

駐 セ シ ム  

大 使 館 ヲ 保 有 ス  

参 事 官 書 記 官 常 駐 ス  

大 使 館 ヲ 保 有 ス 大 使 ( 大

使 不 在 ノ 場 合 ハ 参 事 官 )

並 ニ 書 記 官 ノ 大 部 分 駐 在

ス  

北 平  

 

―― 

官 邸 並 ニ 事 務 所 ヲ 新 築 シ 書 記 官 常 駐

シ 公 使 ハ 北 平 若 ハ 南 京 ニ 駐 在 ス  

事 務 所 ヲ 置 キ 参 事 官 ( 大 使 不 在 ノ 節 )

並 ニ 書 記 官 駐 在 ス  

従 来 ノ 事 務 所 ニ 大 拡 張 ヲ 加 ヘ 大 使

( 不 在 ノ 場 合 ハ 参 事 官 ) 並 ニ 書 記 官 駐

在 ス  

事 務 所 ヲ 設 置 シ 居 タ ル モ 最 近 官 邸 並

ニ 事 務 所 ヲ 新 築 セ リ  

書 記 官 常 駐 ス  

事 務 所 ヲ 置 キ 書 記 官 常 駐 ス  

大 使 館 ノ 大 拡 張 ヲ 行 ヘ ル カ 更 ニ 適 当

ノ 敷 地 ヲ 求 メ 大 使 館 ヲ 新 築 ノ 豫 定 ナ

ル 由 大 使 参 事 官 並 ニ 書 記 官 ノ 大 部 分

常 駐 ス  

大 使 官 邸 並 ニ 事 務 所 ノ 新 築 ヲ 終 ヘ 九

月 一 日 ヨ リ 同 所 ニ 移 転 セ リ 参 事 官 書

記 官 常 駐 ス 大 使 ハ 北 平 、 南 京 若 ハ 上

海 ニ 駐 在 ス  

大 使 館 弁 事 処 ヲ 拡 張 シ 大 使 館 用 敷 地

モ 選 定 セ リ 大 使 並 ニ 若 干 数 ノ 書 記 官

ハ 頻 繁 来 寧 シ 大 使 不 在 ノ 場 合 ハ 参 事

官 並 ニ 書 記 官 駐 在 ス  

南 京  

上 海 ニ 公 使 館 ヲ 有 ス  

公 使 ハ 南 京 滞 在 中 常 時 上 海 ニ 出 張 ス  

事 務 所 ヲ 置 キ 参 事 官 常 駐 ス  

大 使 ハ 常 時 三 地 間 ヲ 往 復 ス  

大 使 ハ 常 時 上 海 ニ 出 張 滞 在 シ 支 那 側 ト ノ 接

触 ニ 当 リ 居 レ リ  

 

大 使 館 事 務 所 ヲ 有 シ 大 使 ハ 原 則 ト シ テ 上 海

ニ 駐 在 ス ル モ 常 時 三 地 間 ヲ 来 往 ス  

参 事 官 常 駐 ス  

大 使 官 邸 及 事 務 所 ヲ 設 置 ス ル コ ト ト シ 大 使

ハ 随 時 三 地 間 ヲ 往 来 ス ル 方 針 ノ 由  

大 使 ソ ノ 他 ハ 南 京 ヨ リ 随 時 出 張 ス  

大 使 ハ 書 記 官 ト 共 ニ 南 京 ヨ リ 随 時 出 張 滞 在

ス  

大 使 ハ 書 記 官 ト 共 ニ 南 京 ヨ リ 随 時 出 張 滞 在

シ 支 那 経 済 界 並 ニ 英 国 居 留 民 ト ノ 接 触 ヲ 図

リ 居 レ リ  

上 海  

史
料

1
2
 

「
南

京
ニ

於
ケ

ル
各

国
大

公
使

館
ノ

現
状

並
其

拡
張

計
画

」
（
昭
和

1
1
年

9
月

8
日
）
付
属
表
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○
史
料
一
三

川
越
大
使
提
出
の
移
転
弁
法
に
対
し
、
人
員
配
置
上
の
困
難
は
あ
る
も
翌
一
九
三 

七
年
一
月
よ
り
大
使
館
事
務
所
を
南
京
ヘ
移
転
さ
せ
る
こ
と
を
決
定

〔
外
務
省
記
録
「
在
支
帝
国
公
館
関
係
雑
件　

移
転
関
係　

在
北
京
公
使
館
関
係

（
含
遷
都
ニ
ヨ
ル
各
国
公
使
館
ノ
南
遷
問
題
）」
第
二
巻（M

.1.3.0.2-2-1

）JA
CA

R 

Ref.B14090315600

（
第
一
四
～
一
六
画
像
目
）〕

昭
和
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日

有
田
外
務
大
臣
よ
り
在
中
国
川
越
大
使
宛
（
電
報
）

本
省　

十
二
月
二
十
八
日 

後
六
時
三
〇
分
発

第
三
二
三
号

十
一
月
二
十
日
附
機
密
大
第
六
〇
五
号
貴
信
ニ
関
シ

一、�甲
号
弁
法
中（
以
下
番
号
ハ
貴
信
ニ
拠
ル
）二及
三ハ
人
員
ノ
点
ニ
於
テ
尚
考
慮
ヲ

要
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
モ
大
体
差
支
ナ
ク
又
四上
海
ニ
直
接
大
使
ノ
指
揮
命
令
ス
ル

大
使
館
的
系
統
ヲ
存
置
ス
ル
コ
ト
モ
事
情
已
ム
ヲ
得
ス
ト
思
考
セ
ラ
ル
ル
モ

（
情
報
関
係
ニ
就
テ
ハ
別
電
ノ
通
リ
処
理
セ
ラ
レ
タ
シ
）右
大
使
館
事
務
担
当
者

ヲ
領
事
官
本
官
ト
ス
ル
コ
ト
ハ
在
勤
俸
ノ
調
整
ニ
付
種
々
複
雑
ナ
ル
問
題
ア
ル

ノ
ミ
ナ
ラ
ス
定
員
ノ
関
係
ヨ
リ
ス
ル
モ
目
下
ノ
所
至
難（
目
下
書
記
官
ハ
十
五

名
ノ
欠
員
ア
ル
モ
総
領
事
、
領
事
及
副
領
事
ニ
ハ
殆
ト
欠
員
ナ
シ
）ナ
ル
一
方

別
途
御
稟
請
ノ
新
陣
容
案
モ
人
繰
リ
ノ
関
係
上
差
当
リ
実
現
困
難
ナ
ル
ニ
就
テ

ハ
此
等
ノ
点
ニ
関
シ
テ
ハ
追
テ
考
慮
ス
ル
コ
ト
ト
シ
此
ノ
際
不
取
敢
貴
信
一ノ

趣
旨
ニ
依
リ
明
年
一
月
一
日
ヨ
リ
大
使
館
上
海
事
務
所
ノ
南
京
移
転
ヲ
実
行
ス

ル
コ
ト
ト
致
度
シ

二、�右
一
ニ
伴
フ
文
書
及
電
信
ノ
取
扱
振
ニ
関
シ
テ
ハ
貴
案
ノ
次
第
ハ
ア
ル
モ
事
務

ノ
簡
捷
ヲ
計
ル
為
明
年
一
月
一
日
ヨ
リ
ハ
左
記
ニ
依
ラ
レ
度
シ

㈠
電
信

⑴�

上
海
及
南
京
ニ
於
ケ
ル
大
使
館
関
係
電
信
ノ
発
受
ハ
大
使
ノ
在
不
在
ヲ
問

ハ
ス
総
テ
大
使
名
義
ト
シ
各
別
ノ
追
番
号
ヲ
使
用
ス（
南
京
ニ
新
タ
ニ

K
oshi N

anking

ヲ
登
録
ス
南
京
大
使
ノ
略
号
ハ
Ｏ
Ｃ
Ｋ
、
上
海
大
使
ハ

Ｏ
Ｃ
Ｌ
ト
ス
）但
シ
特
ニ
参
事
官
又
ハ
首
席
書
記
官
限
リ
ニ
於
テ
発
受
電

ヲ
為
ス
ノ
必
要
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
冒
頭
ニ
「
参
事
官
ヨ
リ
」
又
ハ
「
参

事
官
へ
」
等
ト
記
載
ス

⑵�

在
支
大
使
宛
ノ
電
報
ハ
原
則
ト
シ
テ
南
京
大
使
ニ
電
報
シ
同
時
ニ
上
海

大
使
ニ
直
接
転
電
又
ハ
南
京
大
使
ヨ
リ
転
報（
転
電
暗
送
又
ハ
手
交
）セ

シ
ム

㈡
文
書

⑴�

南
京
及
上
海
ニ
於
テ
ハ
大
使
ノ
在
不
在
如
何
ヲ
問
ハ
ス
在
中
国（
南
京
）

及
在
中
国（
上
海
）川
越
大
使
ノ
名
義
ニ
テ
各
別
ノ
番
号
ニ
依
リ
発
受
ス

（
南
京
発
ノ
モ
ノ
ニ
ハ
大
ノ
字
ヲ
又
上
海
発
ノ
モ
ノ
ニ
ハ
滬
ノ
字
ヲ
冠

ス
）

⑵
在
支
大
使
宛
公
信
ハ
原
則
ト
シ
テ
南
京
大
使
宛
ト
シ
同
時
ニ
写
ヲ
上
海
大

使
ニ
送
付
ス
但
シ
外
国
新
聞
ノ
切
抜
等
主
ト
シ
テ
情
報
関
係
参
考
用
ノ
モ
ノ

ハ
上
海
大
使
宛
ニ
送
付
ス

北
平
、
南
京
ニ
転
電
セ
リ
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編
注　

�
電
報
の
原
議
で
は
発
電
日
が
判
断
困
難
な
た
め
、
同
電
報
の
写
に
依
り
発

電
日
を
記
載
し
た
。

○
史
料
一
四

一
九
三
七
年
一
月
一
日
を
以
て
大
使
館
事
務
所
を
南
京
ヘ
移
転
さ
せ
る
こ
と
を
在

中
国
各
公
館
へ
通
報

〔
外
務
省
記
録
「
在
支
帝
国
公
館
関
係
雑
件　

移
転
関
係　

在
北
京
公
使
館
関
係

（
含
遷
都
ニ
ヨ
ル
各
国
公
使
館
ノ
南
遷
問
題
）」
第
二
巻（M

.1.3.0.2-2-1

）JA
CA

R 

Ref.B14090315600

（
第
二
〇
～
二
一
画
像
目
）〕

昭
和
一
一
年
一
二
月
三
〇
日

在
中
国
川
越
大
使
よ
り
有
田
外
務
大
臣
宛（
電
報
）

上
海　

昭
和
一
一
年
一
二
月
三
〇
日
後
発

本
省　

昭
和
一
一
年
一
二
月
三
〇
日
夜
着

第⑴

一
〇
七
九
号（
至
急
）

本
官
発
在
支
各
領
事
及
香
港
北
平
宛
電
報

合
一
〇
一
〇
号

今
般
外
務
大
臣
ノ
御
訓
令
ニ
基
キ
昭
和
十
二
年
一
月
一
日
ヲ
期
シ

当
在
支
大
使
館
ハ
左
記
弁
法
ニ
依
リ
南
京
ニ
移
転
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
タ
ル
ニ
付
テ

ハ
右
御
含
ノ
上
当
館
宛
発
電
発
信
等
ハ
総
テ
之
ニ
拠
ラ
レ
度
シ

一、�部
外
ニ
対
ス
ル
関
係
ニ
於
テ
ハ
大
使
館
上
海
事
務
所
ハ
前
記
日
附
ヲ
以
テ
南
京

ニ
移
転
セ
ル
建
前
ヲ
取
ル
尤
モ
内
部
関
係
ニ
於
テ
ハ
暫
定
的
ニ
上
海
ニ
大
使
館

員
ヲ
残
シ
右
ト
南
京
大
使
館
ト
ノ
事
務
分
担
ハ
概
ネ
従
来
通
リ
ト
ス

二、本
使
ハ
随
時
南
京
及
上
海
ニ
駐
在
ス

三、移
転
ト
同
時
ニ
文
書
及
電
信
事
務
ハ
次
ノ
如
ク
ス

㈠
電
信
ニ
付
テ
ハ

イ�

上
海
及
南
京
ニ
於
ケ
ル
大
使
館
関
係
電
信
ノ
発
信
ハ
本
使
ノ
在
不
在
ヲ

問
ハ
ス
総
テ
本
使
名
義
ト
シ
各
別
ノ
追
番
号
ヲ
使
用
ス（
南
京
ニ
新
ニ

K
O

SH
I N

A
N

K
IN

G

ヲ
登
録
ス
南
京
大
使
ノ
略
号
ハO

CK

上
海
大
使

ハO
CL

ト
ス
）

ロ⑵�

本
使
宛
電
報
ハ
原
則
ト
シ
テ
南
京
大
使
ニ
電
報
シ
同
時
ニ
上
海
大
使
ニ

直
接
転
電
セ
ラ
ル
ル
カ
又
ハ
南
京
大
使
ヨ
リ
転
報
セ
シ
メ
ラ
レ
度
シ

㈡
公
信
ニ
付
テ
ハ

イ�

南
京
及
上
海
ニ
於
ケ
ル
大
使
館
関
係
公
信
ハ
本
使
ノ
在
不
在
ヲ
問
ハ
ス

夫
々
在
中
国（
南
京
）及
在
中
国（
上
海
）川
越
大
使
ノ
名
義
ニ
テ
各
別
ノ

番
号
ニ
依
リ
発
受
ス（
但
シ
発
信
ニ
ア
リ
テ
ハ
南
京
発
ノ
モ
ノ
ハ
大
ノ
文

字
ヲ
又
上
海
発
ノ
モ
ノ
ハ
滬
ノ
字
ヲ
冠
ス
）

ロ�

本
使
宛
公
信
ハ
原
則
ト
シ
テ
南
京
大
使
宛
ト
シ
同
時
ニ
写
ヲ
上
海
ニ
送

付
セ
ラ
レ
度
シ
尤
モ
外
国
新
聞
ノ
切
抜
等
主
ト
シ
テ
情
報
関
係
事
務
用

ノ
モ
ノ
ハ
上
海
大
使
宛
送
付
ア
リ
度
シ

㈢
南
京
及
上
海
総
領
事
館
発
受
ノ
電
信
公
信
ハ
従
前
ノ
通
リ
ト
ス

（
管
下
分
館
、
出
張
所
ヘ
転
報
ア
リ
タ
シ
）

本
電
宛
先
北
平
、
香
港
ヲ
含
ム
在
支
各
公
館
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大
臣
ヘ
転
電
セ
リ

大
臣
ヨ
リ
在
満
各
公
館
ヘ
転
電
セ
ラ
レ
タ
ク
然
ル
ヘ
ク
在
欧
米
各
公
館
ニ
転
報
ア

リ
タ
シ

○
史
料
一
五

大
使
館
事
務
所
の
南
京
移
転
を
効
果
的
な
も
の
と
す
る
た
め
、
上
海
・
南
京
の
公

館
の
陣
容
再
編
を
川
越
大
使
よ
り
稟
請

〔
外
務
省
記
録
「
在
支
帝
国
公
館
関
係
雑
件　

移
転
関
係　

在
北
京
公
使
館
関
係

（
含
遷
都
ニ
ヨ
ル
各
国
公
使
館
ノ
南
遷
問
題
）」
第
二
巻（M

.1.3.0.2-2-1

）JA
CA

R 

Ref.B14090315600

（
第
三
四
～
三
六
画
像
目
）〕

滬
機
密
第
四
四
号

昭
和
十
二
年
一
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　

在
中
華
民
国（
上
海
）

特
命
全
権
大
使　

川
越　

茂
〔
印
〕　

外
務
大
臣　

有
田　

八
郎
殿

大
使
館
上
海
事
務
所
南
京
移
転
ニ
関
ス
ル
件

本
件
ニ
関
シ
客
年
十
一
月
二
十
日
附
機
密
第
六
〇
五
号
往
信
ヲ
以
テ
稟
請
致
シ
タ

ル
ニ
対
シ
客
年
末
電
報
ヲ
以
テ
右
公
信
附
属
甲
号
弁
法
中
一、ノ
要
旨
ニ
依
リ
上
海

事
務
所
ヲ
本
年
一
月
一
日
ヨ
リ
南
京
ニ
移
転
シ
又
之
ニ
伴
ヒ
公
信
及
電
報
ノ
発
受

取
扱
方
ヲ
改
ム
ル
コ
ト
ニ
決
定
ア
リ
タ
ル
次
第
ナ
ル
処
同
弁
法
中
二、以
下
四、ニ
付

テ
ハ
或
ハ
更
ニ
考
慮
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
或
ハ
種
々
ノ
事
情
ニ
テ
至
急
実
現
方
至

難
ナ
ル
モ
ノ
ア
ル
一
方
陣
容
充
実
ニ
付
テ
モ
差
当
リ
実
現
困
難
ナ
ル
由
ニ
テ
当
方

ニ
於
テ
最
モ
重
キ
ヲ
置
キ
至
急
実
現
ヲ
期
待
シ
居
リ
タ
ル
陣
容
ノ
充
実
ヲ
仰
キ
得

サ
ル
ニ
於
テ
ハ
上
海
事
務
所
ノ
南
京
移
転
ハ
全
ク
名
義
ノ
ミ
ノ
コ
ト
ト
ナ
リ
事
実

上
執
務
ノ
円
滑
ヲ
計
リ
機
能
ヲ
充
分
発
揮
ス
ル
上
ニ
於
テ
遺
憾
少
ナ
カ
ラ
サ
ル
次

第
ナ
ル
ニ
付
テ
ハ
本
省
ト
シ
テ
種
々
御
事
情
モ
ア
ル
ヘ
キ
モ
此
際
左
記
ノ
「
ラ
イ

ン
」
ニ
依
リ
遅
ク
ト
モ
本
年
三
月
中
ニ
ハ
南
京
及
上
海
ニ
於
ケ
ル
出
先
機
関
の
充

実
ト
共
ニ
上
海
事
務
所
ノ
移
転
ヲ
完
成
ス
ル
様
更
メ
テ
御
詮
議
仰
キ
度
此
段
重
ネ

テ
稟
請
ス

　
　
　
　
　
　

記

一、�冒
頭
引
用
公
信
ニ
於
テ
ハ
従
来
ノ
行
懸
モ
ア
リ
大
使
館
ノ
移
転
ハ
漸
進
的
方
法

ニ
依
ル
コ
ト
可
然
ト
思
考
シ
タ
ル
次
第
ナ
ル
カ
右
実
行
ハ
目
下
至
難
ナ
ル
事
情

モ
ア
ル
由
ニ
付
当
方
ニ
於
テ
モ
更
ニ
攻
究
ノ
結
果
多
少
ノ
無
理
ハ
在
ル
ヘ
キ
モ

大
使
館
上
海
事
務
所
ハ
名
実
共
ニ
一
切
南
京
ニ
移
転
シ
現
ニ
上
海
事
務
所
ニ
於

テ
取
扱
ヒ
居
ル
事
務
ハ
総
テ
上
海
総
領
事
館
ニ
於
テ
之
ヲ
管
掌
ス
ル
コ
ト
ト
シ

右
移
転
後
ニ
於
ケ
ル
上
海
総
領
事
館
ノ
構
成
ハ
大
体
冒
頭
引
用
公
信
乙
号
案
ノ

「
ラ
イ
ン
」
ニ
テ
別
表
ノ
如
キ
部
課
及
要
員
配
置
ト
ス
ル
コ
ト
ト
致
度（
即
チ
乙

号
案
㈤
ノ
考
慮
ニ
依
リ
現
在
ノ
上
海
総
領
事
館
館
務
ト
大
使
館
側
事
務
ト
ヲ
総

轄
ス
ル
ト
共
ニ
館
長
タ
ル
総
領
事
ヲ
補
佐
ス
ヘ
キ
事
務
総
領
事
ヲ
置
ク
案
ヲ
当

初
ヨ
リ
採
用
シ
タ
ル
点
ニ
於
テ
乙
号
案
ヨ
リ
ハ
移
転
ノ
実
ヲ
更
ニ
徹
底
セ
シ
メ

タ
ル
次
第
ナ
リ
）

二、�右
ノ
如
ク
一
挙
ニ
上
海
ニ
於
ケ
ル
機
構
ヲ
総
領
事
ノ
下
ニ
統
括
ス
ル
コ
ト
ト
セ

ル
他
ノ
理
由
ハ
文
書
及
会
計
事
務
ノ
改
善
ヲ
企
図
セ
ル
ニ
在
リ
即
チ
之
ニ
依
リ
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文
書
ノ
発
受
ニ
付
二
重
ノ
手
数
ヲ
省
ク
ハ
勿
論
記
録
ノ
単
一
化
ニ
依
リ
執
務
ノ

能
率
増
進
ヲ
期
シ
得
ヘ
ク
又
会
計
ニ
付
テ
ハ
現
在
ノ
如
ク
大
使
館
、
領
事
館
併

存
ノ
結
果
出
納
官
吏
カ
其
ノ
責
任
ヲ
全
フ
ス
ル
ニ
不
便
ナ
ル
組
織
ヲ
改
ム
ル
ヲ

得
ヘ
シ
ト
存
セ
ラ
ル

三、�新
規
構
成
ノ
下
ニ
於
ケ
ル
上
海
館
員
ハ
素
ヨ
リ
総
テ
総
領
事
館
員
タ
ル
身
分
ニ

統
一
セ
ラ
ル
ヘ
キ
次
第
ナ
ル
カ
唯
御
来
示
ノ
如
ク
差
当
リ
領
事
ノ
定
員
等
ノ
関

係
上
右
一
挙
ニ
実
現
困
難
ナ
ル
ニ
於
テ
ハ
止
ム
ヲ
得
ス
出
来
得
ル
限
リ
多
数
ヲ

領
事
館
員
本
務
タ
ラ
シ
ム
ル
ト
共
ニ
残
余
ハ
逐
次
領
事
館
本
務
ヲ
命
ス
ル
コ
ト

ト
シ
不
取
敢
大
使
館
本
務
ノ
儘
領
事
館
ニ
兼
勤
ノ
形
ヲ
執
ル
モ
実
質
上
他
ノ
領

事
館
員
ト
同
一
ノ
立
場
ニ
在
リ
テ
総
領
事
ノ
指
揮
監
督
ニ
服
セ
ム
ル
コ
ト
ト
シ

之
カ
為
必
要
ニ
応
シ
右
趣
旨
ノ
内
規
ヲ
設
ケ
又
ハ
指
令
ヲ
発
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ト

致
度（
待
遇
上
ノ
不
均
衡
是
正
ニ
付
テ
ハ
屢
次
稟
請
ノ
通
法
令
改
正
又
ハ
之
ニ

代
ル
弁
法
ヲ
講
究
相
成
度
）

四、�次
ニ
文
書
電
信
ノ
取
扱
ニ
付
テ
ハ
新
機
構
ノ
下
ニ
於
テ
ハ
恰
モ
本
年
一
月
一
日

以
前
ノ
南
京
総
領
事
館
ノ
如
キ
地
位
ニ
立
ツ
コ
ト
ト
ナ
リ
即
チ
本
使
ノ
上
海
滞

在
中
ト
否
ト
ヲ
問
ハ
ス
電
信
公
信
ハ
発
受
共
総
テ
総
領
事
名
義
ト
シ
特
ニ
必
要

ア
ル
場
合
ニ
限
リ
「
大
使
ヨ
リ
」
又
ハ
「
大
使
ヘ
」
ト
記
入
シ（
電
信
ノ
場
合
）

若
ハ
「
滬
」
ノ
文
字
ヲ
附
ス（
文
書
ノ
場
合
）ル
コ
ト
ト
ス

五、�南
京
大
使
館
ノ
構
成
ニ
付
テ
ハ
大
体
冒
頭
往
信
甲
号
案
ノ
通
ト
シ
唯
最
小
限
度

参
事
官
ノ
外
書
記
官
官
補
級
二
名
ヲ
増
員
シ（
通
訳
官
ハ
現
在
ト
同
様
二
名
）総

務
課
理
事
官
ハ
対
支
活
動
上
不
便
ナ
ル
ニ
付
置
カ
サ
ル
建
前
ト
致
度

追
テ
本
件
実
施
ニ
伴
フ
人
繰
ニ
付
テ
ハ
最
近
帰
朝
ス
ヘ
キ
須
磨
総
領
事
ヨ
リ
当

方
試
案
ヲ
開
陳
ス
ル
筈
ニ
付
併
セ
テ
御
詮
議
相
成
度

本
信
写
送
付
先　

南
京
大
使　

上
海

編
注　

上
海
総
領
事
館
構
成
表
は
省
略
。

○
史
料
一
六

在
南
京
大
使
館
事
務
所
、
大
使
公
邸
の
設
備
の
不
備
を
訴
え
修
繕
整
備
を
求
め
る

川
越
大
使
か
ら
の
稟
請

〔
外
務
省
記
録
「
在
支
帝
国
公
館
関
係
雑
件　

移
転
関
係　

在
北
京
公
使
館
関
係

（
含
遷
都
ニ
ヨ
ル
各
国
公
使
館
ノ
南
遷
問
題
）」
第
二
巻（M

.1.3.0.2-2-1

）JA
CA

R 

Ref.B14090315600

（
第
四
三
～
四
五
画
像
目
）〕

大
機
密
第
六
六
号

昭
和
十
二
年
二
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　

在
中
華
民
国（
南
京
）

特
命
全
権
大
使　

川
越　

茂　

外
務
大
臣　

林　

銑
十
郎
殿

大
使
官
邸
及
事
務
所
修
繕
及
設
備
ニ
関
シ
稟
請
ノ
件

大
使
館
南
京
移
転
ノ
結
果
ト
シ
テ
今
後
本
使
モ
主
ト
シ
テ
南
京
ニ
駐
在
ス
ル
コ
ト

ト
ナ
ル
処
現
在
大
使
官
邸
ニ
充
当
セ
ラ
レ
居
ル
建
物
ハ
御
承
知
ノ
通
リ
相
当
荒
廃

致
居
リ
外
館
（
マ
マ
）不
体
裁
ナ
ル
ハ
元
ヨ
リ
内
部
ノ
設
備
ニ
至
リ
テ
モ
家
具
其
他
調
度

命
（
マ
マ
）ノ
粗
悪
ナ
ル
コ
ト
数
枚
ノ
額
二
、三
ノ
花
瓶
ヲ
除
キ
テ
ハ
殆
ド
装
飾
品
ナ
キ
コ
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ト
等
全
ク
官
邸
ト
シ
テ
ノ
体
裁
ヲ
為
シ
居
ラ
ス
随
テ
各
国
大
公
使
ヲ
接
見
シ
支
那

側
要
路
ノ
大
官
ト
折
衝
ス
ル
ニ
モ
洵
ニ
遺
憾
ノ
点
尠
カ
ラ
ス
此
点
ヨ
リ
見
ル
モ
大

使
館
新
築
ハ
急
速
実
現
ノ
要
ア
ル
ヘ
ク
当
館
ニ
於
テ
モ
時
局
困
難
ノ
際
ニ
拘
ハ
ラ

ス
百
方
支
那
側
ト
折
衝
ヲ
続
ケ
格
好
ノ
敷
地
獲
得
ニ
腐
心
致
居
ル
次
第
ナ
リ
然
ル

処
大
使
官
邸
新
築
迄
ニ
ハ
猶
相
当
時
日
ヲ
要
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
現
在
ノ
官
邸
カ
譬

ヘ
一
時
的
ノ
借
官
邸
タ
リ
ト
ス
ル
モ
実
情
前
陳
ノ
如
ク
ナ
ル
ニ
於
テ
ハ
帝
国
ノ
威

信
ニ
モ
関
ハ
ル
次
第
ナ
リ
ト
思
考
セ
ラ
ル
ル
ニ
付
此
際
左
記
ノ
通
リ
備
品
一
部
ノ

買
替
及
補
填
ヲ
行
ヒ
或
ハ
若
干
ノ
修
理
ヲ
加
フ
ル
等
幾
分
ニ
テ
モ
官
邸
ト
シ
テ
ノ

体
裁
ヲ
整
フ
ル
コ
ト
是
非
共
必
要
ト
存
ス

次
ニ
大
使
館
事
務
所
モ
大
使
官
邸
ニ
劣
ラ
サ
ル
陋
屋
ニ
シ
テ
且
頗
ル
狭（
マ
マ
）

獈
ナ
ル
為

目
下
応
接
間
モ
取
リ
得
サ
ル
実
情
ナ
リ
又
机
、
椅
子
等
ノ
備
品
ニ
至
リ
テ
ハ
大
部

分
領
事
館
時
代
ヨ
リ
引
続
キ
使
用
致
居
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
中
ニ
ハ
見
苦
シ
キ
迄
ニ
汚

損
シ
居
ル
モ
ノ
ア
リ
斯
ク
テ
ハ
形
式
外
観
ヲ
尊
フ
支
那
ニ
於
テ
外
支
要
人
ヲ
引
見

応
接
ス
ル
ニ
モ
洵
ニ
気
恥
シ
キ
次
第
ナ
リ
就
テ
ハ
本
使
南
京
移
駐
ト
共
ニ
館
員
モ

漸
次
増
加
ス
ル
次
第
ニ
モ
ア
リ
現
在
ノ
狭
ヲ
緩
和
シ
且
事
務
室
ノ
態
様
ヲ
整
フ
ル

為
左
記
後
段
ノ
通
リ
事
務
所
ノ
拡
張
及
修
理
並
備
品
ノ
補
填
ヲ
為
ス
コ
ト
ト
致
度

シ就
テ
ハ
年
度
末
経
費
御
多
端
ノ
際
ナ
ル
モ
右
ハ
大
使
館
移
転
ノ
結
果
ト
シ
テ
絶
対

必
要
ト
ス
ル
施
設
ニ
有
之
旁
前
陳
事
情
御
諒
察
ノ
上
是
カ
経
費
左
記
ノ
通
リ
合
計

銀
壱
万
参
千
六
百
八
拾
六
弗
六
拾
仙
也
支
出
方
御
高
配
相
仰
度
尚
万
一
豫
算
ノ
御

都
合
上
所
要
全
額
本
年
度
ニ
於
テ
差
繰
付
カ
サ
ル
ニ
於
テ
ハ
一
部
ハ
来
年
度
経
費

ヨ
リ
御
支
出
ヲ
仰
ク
ト（
マ
マ
）
ト
ス
ル
モ
已
ム
ヲ
得
サ
ル
ニ
付
右
御
含
ミ
ノ
上
本
件
大
至

急
御
詮
議
相
煩
度
此
段
稟（
以
下
省
略
）

請
ス

○
史
料
一
七

一
九
三
七
年
四
月
一
日
を
以
て
大
使
館
事
務
所
を
完
全
に
南
京
ヘ
移
転
さ
せ
た
旨

通
報

〔
外
務
省
記
録
「
在
支
帝
国
公
館
関
係
雑
件　

移
転
関
係　

在
北
京
公
使
館
関
係

（
含
遷
都
ニ
ヨ
ル
各
国
公
使
館
ノ
南
遷
問
題
）」
第
二
巻（M

.1.3.0.2-2-1

）JA
CA

R 

Ref.B14090315600

（
第
五
八
画
像
目
）〕

昭
和
一
二
年
四
月
二
日

在
中
国
川
越
大
使
よ
り
佐
藤
外
務
大
臣
宛（
電
報
）

南
京　

昭
和
一
二
年
四
月
二
日
後
発

本
省　

昭
和
一
二
年
四
月
二
日
後
着

第
二
三
三
号

四
月
一
日
ヨ
リ
大
使
館
ハ
名
実
ト
モ
ニ
当
地
ニ
移
転
シ
タ
ル
ニ
付
テ
ハ
当
方
会
計

事
務（
警
察
関
係
ヲ
モ
含
メ
）モ
大
使
館
ニ
統
一
シ
所
定
ノ
首
席
書
記
官
ヲ
出
納
官

吏
ニ
任
命
処
理
セ
シ
メ
ラ
ル
ル
様
致
度
シ
尚
大
使
館
移
転
ニ
伴
ヒ
本
年
度
配
賦
額

適
当
増
額
方
御
配
慮
相
仰
度
シ

上
海
ヘ
転
電
セ
リ

○
史
料
一
八

大
阪
府
立
高
津
中
学
校
よ
り
照
会
の
あ
っ
た
在
中
国
大
使
館
の
所
在
に
つ
き
回
答
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〔
外
務
省
記
録
「
在
支
帝
国
公
館
関
係
雑
件　

移
転
関
係　

在
北
京
公
使
館
関
係

（
含
遷
都
ニ
ヨ
ル
各
国
公
使
館
ノ
南
遷
問
題
）」
第
二
巻（M

.1.3.0.2-2-1

）JA
CA

R 

Ref.B14090315600

（
第
七
六
画
像
目
）〕

拝
啓
陳
者
四
月
二
十
六
日
附
御
照
会
ノ
件
ニ
関
シ
在
支
帝
国
大
使
館
ハ
一
九
〇
一

年
北
清
事
変
ニ
関
ス
ル
最
終
議
定
書
ト
ノ
関
係
モ
ア
リ
条
約
上
ハ
依
然
北
平
ニ
存

ス
ル
建
前
ト
致
シ
居
ル
処
国
民
政
府
ノ
南
京
奠
都
以
来
各
国
大
公
使
館
ニ
シ
テ
支

那
側
ト
ノ
聯
絡
ニ
便
ナ
ラ
シ
ム
ル
為
南
京
ニ
大
公
使
館
事
務
所
ヲ
設
置
ス
ル
モ
ノ

相
次
キ
帝
国
政
府
ニ
於
テ
モ
大
使
館
事
務
所
ヲ
南
京
総
領
事
館
内
ニ
併
置
シ
大
使

館
書
記
官
ヲ
シ
テ
事
実
上
大
使
館
ノ
事
務
ニ
当
ラ
シ
メ
来
レ
ル
次
第
ナ
ル
カ
本
年

四
月
一
日
以
降
ハ
大
使
モ
南
京
ニ
常
駐
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
タ
ル
結
果
大
使
館
ノ
事

務
及
人
員
配
置
等
ノ
点
ヨ
リ
見
ル
時
ハ
実
質
上
大
使
館
ハ
南
京
ニ
在
ル
次
第
ニ
有

之
候

以
上
回
答
旁
々
此
段
得
貴
意
候�

敬
具　

昭
和
十
二
年
五
月
六
日

外
務
省
東
亜
局
第
一
課　

大
阪
府
立
高
津
中
学
校

島　

之
夫
殿

○
史
料
一
九

日
中
間
の
戦
闘
激
化
に
よ
り
在
南
京
大
使
館
事
務
所
の
引
揚
げ
に
つ
き
訓
令

〔
外
務
省
記
録
「
支
那
事
変
関
係
一
件　

在
支
公
館
員
及
居
留
民
保
護
引
揚
関
係

（
一
般
ノ
部
）」
第
一
巻（A

.1.1.0.30-1

）JA
CA

R Ref.B02030583000

（
第
三
〇
～

三
一
画
像
目
）〕

昭
和
一
二
年
八
月
一
四
日

広
田
外
務
大
臣
よ
り
在
中
国
川
越
大
使
宛（
電
報
）

本
省　

八
月
一
四
日
後
一
一
時
五
〇
分
発

第
一
九
八
号（
大
至
急
、
極
秘
）

貴
電
第
七
四
五
号
ニ
関
シ

本
十
四
日
朝
上
海
ニ
於
ケ
ル
支
那
飛
行
機
ノ
爆
撃
ニ
依
リ
海
軍
ノ
態
度
硬
化
シ
英

米
仏
各
国
領
事
ノ
十
三
日
申
出
モ
遂
ニ
海
軍
側
ノ
意
見
纒
ル
ニ
至
ラ
ス
海
軍
ハ
尚

明
日
以
後
上
海
附
近
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
杭
州
、
広
徳
等
各
地
支
那
側
工
場
ノ
大
規
模
爆

撃
ヲ
行
フ
方
針
ニ
テ（
当
方
ニ
テ
ハ
貴
地
ノ
爆
撃
ハ
是
非
共
見
合
ス
様
目
下
海
軍

側
ト
懇
談
中
）事
態
斯
ク
ナ
リ
テ
ハ
貴
地
ニ
於
ケ
ル
貴
官
以
下
ノ
生
命
財
産
ノ
安

全
モ
俄
ニ
保
障
シ
難
キ
次
第
ナ
ル
ニ
付
テ
ハ
此
ノ
際
冒
頭
貴
電
�乙
ノ
人
員
ノ
ミ
ナ

ラ
ス
�甲
ノ
人
員
モ
全
部
御
来
示
ノ
如
ク
津
浦
線
経
由（
貴
電
第
七
四
七
号
未
着
ナ

ル
モ
支
那
側
ト
ノ
話
合
ニ
依
リ
外
国
船
、
支
那
軍
艦
等
ニ
テ
上
海
ニ
）引
揚
ケ
ラ

ル
ル
コ
ト
ト
致
度
シ

陸
海
軍
武
官
ノ
引
揚
ニ
付
テ
ハ
夫
々
海
軍
及
陸
軍
本
部
ヨ
リ
承
認
ア
リ
タ
リ

在
支
各
公
館
ニ
転
電
セ
リ


